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市の業務に不備がなかった事例

熊本市本庁舎建て替えに関し、熊本市が非公開で開催した「熊本市本庁舎等整
備の在り方に関する有識者会議　耐震性能分科会」（以下「耐震性能分科会」とい
う。）は議事録が作成されておらず、公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管
理法」という。）第34条及び熊本市自治基本条例（以下「条例」という。）第25条に反
した行政運営である。
また、市議会が参考人招致した専門家は「耐震性あり」と指摘し、行政が任命し
た有識者との間に見解の相違がみられるにもかかわらず建て替えを強行するのは、
市民が信託した議会を軽視する行為であり、条例第３条（４）に反するものである。
そして、市は、熊本市ハザードマップにおいて現庁舎は洪水時に６mの浸水
が想定されるとして「移転建て替え」が必要と説明している。しかし、市は、「緑の
区間」河川改修前の、2012年九州北部豪雨の際に藤崎宮横の白川が越水した時
の浸水図（以下「本件浸水図」という。）を用いて庁舎特別委員会への説明を行って
いる。このような不正確な資料での説明は、議会及び市民を冒涜する行為である。
さらに、市民説明会で、現庁舎の老朽化の現状を示す資料として、「外気ファン
の老朽化」及び「排水管の老朽化」の写真を掲載しているが、この写真は「建物の老
朽化」ではなく「付帯設備の老朽化」であり、耐震性に関する資料としては不適切
である。同様に、熊本市のWＥＢページ『新庁舎整備に関する FＡQ』（以下「F
ＡQ」という。）における「建物全体の老朽化が進み、設備等の更新が喫緊の課題」
との表現は建物自体が老朽化しているとの印象を与え、また、現庁舎は現行の建
築基準法及び耐震基準に適合しているにもかかわらず、「現行の建築基準法等が求
める耐震性能を有していない」や、「建築基準法上の既存不適格建築物に該当する」
との表現で法律上不適格であるかのような印象を与えている。加えて、報告書で
は「実際に、H29調査及び R２調査の解析結果のような状態になった場合」との文
言を、WＥＢページ上では「現庁舎をそのまま使い続けて、大きな地震が起きた
ら」と表現するなど、都合よく拡大解釈して市民及び議員の不安をあおり、建て
替えに誘導している。これらのWＥＢページの記述は、庁舎建て替えの説明全
体の信頼性を損なっている。

苦情申立ての趣旨

２　市の業務に不備がなかった事例
⑴　本庁舎建て替えに関する熊本市自治基本条例違反に対する苦情（要約）

市からの回答

　一般に議事録とは、会議の議事の主要事項、討議の状況を記録したものをいう
（『広辞苑』等）とされています。耐震性能分科会においては、一般的な議事録に該
当するものとして、議事内容を要約し、記録した「議事要旨」が作成されており、
当該議事要旨を含む報告書は全て市のホームページ上で公開されています。

よって、耐震性能分科会の審議内容の確認は十分に可能であり、公文書管理法第
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34条及び条例第25条に違反しているという事実はありません。
次に、見解の相違がみられるにもかかわらず庁舎建て替えを強行したとの主張に

ついては、耐震性能分科会では、市が実施した平成29年（2017年）及び令和２年
（2020年）の２度の耐震性能調査（以下それぞれ「H29調査」及び「R ２調査」と
いう。）、その調査に疑問を呈した専門家からの意見及びこれに対する熊本市等の考
え方並びに防災拠点施設として求められる耐震性能の目標について、予断を持たず
慎重に審議を重ねていただき、結果は詳細に報告書に取りまとめられています。　

これらに加え、「熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議」（以下「有識
者会議」という。）及び耐震性能分科会に係る事項は、逐一議会に報告しております。

したがって、議会を軽視することも条例第３条（4）に掲げる自治の基本理念に
反することも行っていないものと考えます。

資料として提出したハザードマップが適切か否かについては、当該特別委員会の
開催時点においては、白川の管理者である国・県からは、「緑の区間」の堤防嵩上げ
等の効果を反映した洪水浸水想定区域は公表されておらず、市は当時の最新の情報
をもって説明を行っており、このことは妥当なものであったと考えております。

市民説明会資料としての外気ファン及び排水管の写真掲載については、現庁舎の
老朽化という個別の問題について説明するために用いた資料の一部であって、耐震
性について説明するために用いた資料ではありません。

熊本市のホームページの F Ａ Q における表現については、現庁舎の建物自体が老
朽化しているのは事実であり、現庁舎が現行の建築基準法等（建築基準法（昭和25
年法律第201号））第20条第１号、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第81
条第１項第４号及び超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算
の基準を定める件（平成12年建設省告示第1461号）四イ（1））に基づき定められた
耐震基準（日本建設センター「時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書」に掲
載）に適合していないことも事実です。また、報告書と F Ａ Q との表現の違いにつ
いては、申立人が提示する「実際に、H29調査及び R ２調査の解析結果のような状
態になった場合」とは、報告書の「4−1　本庁舎を耐震補強せずに使い続けた場合
に想定される地震被害」の項目の記載のことかと思料されますが、当該項目は、
「H29調査及び R ２調査における解析結果を踏まえ、現庁舎をこのまま改修せずに
使い続けた場合に想定される地震被害について考察した」との書き出しで始めてお
り、このことを踏まえて報告書をお読みいただければ、F Ａ Q 上の表現は、不安を
あおり、建て替えに誘導する記載とはならないことがお分かりになると思います。

本庁舎の建て替えについては、今後もより積極的な情報発信に努め、市民の皆様
へ丁寧な説明をしていくと同時に、アンケート、ワークショップ、パブリックコメ
ント等を実施し、広く市民の皆様のご意見を頂きながら、手続を進めてまいります。
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オンブズマンの判断

耐震性能分科会の議事録が作成されておらず、審議内容を確認できなかったとの
申立人の主張について、申立人は、議事録を審議の内容を時系列にそって逐語的に
書き留めたものをイメージされているようですが、本件では、議事内容を要約して
記録した議事要旨を作成しており、これは議事録としての意義、機能を有するもの
であるということができます。よって、申立人の主張は相当ではなく、公文書管理
法第34条及び条例第25条に反するともいえません。

市議会における専門家の見解を軽視し、本庁舎建て替えを強行したとの主張につ
いては、市は、市議会での専門家の意見聴取のあと再度 R ２調査を行い、その結果
でも H29調査と同様、現庁舎には現行の建築基準法等の求める耐震性能はないとさ
れました。それでも改めて有識者会議を設置し、耐震性能の有無も含め多角的な視
点から本庁舎の整備の在り方を議論しています。これらの対応は、市議会等での
様々な意見や考えをもとにしてのものであり、建て替えの方針の決定も必要な手続
をとったうえ、市議会とも協議を重ねていることから、市が市議会を軽視して本庁
舎建て替えを強行しているという申立人の主張も相当ではないと判断します。

本件浸水図の提出に関して、市の説明によれば、本件浸水図を庁舎整備特別委員会
に提出したのは令和６年（2024年）６月24日であり、その後の同年12月24日に国・県
から洪水浸水想定区域が公表されています。したがって、市が庁舎整備特別委員会に
本件浸水図を用いて説明したのは、その時点における公的資料をもとにしたまでで
あって市議会等を冒涜するものという指摘はあたらないといわざるをえません。

「外気ファン」や「排水管」の写真が「建物の老朽化」ではなく、「付帯設備の老朽
化」の資料でしかないことは申立人の主張されるとおりです。市は、これらを市民説
明会の資料に掲載したのは、設備等を含めた現庁舎の老朽化を示すためであり、耐震
性についての資料としてではないと弁明しています。市民説明会の参加者もそのこと
は理解できていたものと思われますので、不適切な手法というまでもないと考えます。

現庁舎の耐震性能の説明に関して、建築されたときは当時の建築基準法等の求め
る耐震性能を有していたとしても、その後の建物の老朽化や実務上の法令、建築基
準の見直し等により、現在では建築基準法等の求める耐震性能を有していないとさ
れることは十分あり得ることです。現庁舎も現行の法令や基準等に照らせば、防災
拠点施設の建物としては耐震性能を有していないとする報告書の評価をもとにすれ
ば、「建築基準法上の既存不適格建築物に該当」という表現も誤りとはいえないこと
になります。

申立人の、F Ａ Q は耐震性能分科会の報告書を拡大解釈しているとの主張につい
ては、市の説明にありますように、申立人が摘示している文言は、そもそも同項目
の書き出しが「H29調査及び R ２調査における解析結果を踏まえ、現庁舎をこのま
ま改修せずに使い続けた場合に想定される地震被害について考察した」との文から
始まっていることから、申立人の批判はあたらないと判断します。
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私は、３年半の間、担当部署で週に１回、１時間の面談をしていた。しかし、
２年前から突然面談をしてもらえなくなってしまったため、その理由を担当部署
に尋ね続けているが、何度尋ねても、担当部署の職員は全く答えようとしない。
また、担当部署の入口には呼び鈴が置いてあり、呼び鈴で職員を呼ぶ方法を
とっているが、私が担当部署の入口で呼び鈴を鳴らして職員を呼んだにもかかわ
らず、誰も出てこなかったため対応してもらえなかった。担当部署では、私以外
の者については、呼び鈴を鳴らせば職員が出てきて対応しており、私だけが対応
してもらえない状態である。
これらの担当部署の対応について、苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑵　担当部署による継続的な面談を終了した理由の説明及び窓口対応の
不作為（要約）

市からの回答

担当部署では、申立人のお話を伺い、生活への困りごとや今後の生活に適応して
いきたいとの気持ちをふまえ、令和２年（2020年）から、面談による相談を継続的
に行うこととしました。その後、申立人は、以前より人との関わりが増えた様子で、
人との関係性を構築する際にも、筆談等を使用した申立人の工夫がみられるように
なるなど、コミュニケーション能力の向上を感じられるようになりました。そこで、
担当部署の決定として継続的な面談を終了することとし、令和５年（2023年）１月
上旬に、申立人に対し、同年４月以降は、継続的な面談は行わないことを伝えまし
た。申立人は、その時は納得されませんでしたが、同年３月下旬に、担当部署での
継続的な面談は本日で最後とする旨を申立人に伝えたところ、了解を得ることがで
きました。

しかし、同年５月中旬、申立人が担当部署に来所され、継続的な面談を行わない
ことについて納得いかないと言われたため、以前のような継続的な面談を行わない
理由について、他の市民と同じように、継続的な面談を行わないことと、必要時に
は、担当部署の電話相談を活用してほしいことを説明しましたが、申立人は納得さ
れませんでした。

令和５年（2023年）３月下旬以降も、申立人は、面談の予約をすることなく担当
部署に繰り返し来所されていたため、担当部署の職員から予約をしなければ面談は
できない旨を伝え、以前のような継続的な面談は行っていません。しかし、担当部
署は、令和６年（2024年）９月中旬、令和７年（2025年）３月下旬、同年４月上旬
に申立人が病院の受診を求めたため、申立人に病院を紹介しています。このように、
担当部署では、申立人からの要望により医療機関を紹介しており、申立人からの相
談があった際には、担当部署の管轄業務に合わせた対応を行ってきました。
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なお、申立人が来所された際には、呼び鈴を鳴らすまでもなく、申立人の呼びか
け等があれば、来所されたことを担当部署の職員は了知しており、申立人に対して、
職員が返答等の対応をしています。

申立人の、担当部署の職員に面談をやめた理由を尋ねても全く答えようとしない
との主張、及び申立人が担当部署で呼び鈴を鳴らしても、申立人だけが対応しても
らえない状態であるとの主張は事実ではありません。

オンブズマンの判断

申立人の継続的な面談を終了した理由について、市からの回答によれば、担当部
署は、申立人のコミュニケーション能力の向上が見られたことから、令和５年
（2023年）１月上旬に、同年４月以降は継続的な面談を行わないこととし、その旨
を申立人に伝えたとのことです。また、担当部署は、同年３月下旬に、再度、申立
人に対して継続的な面談は行わないことを伝えて申立人の了解を得ており、同年５
月中旬に申立人から継続的な面談を行わないことに納得ができないと言われた際に
も、他の市民と同じように、継続的な面談を行わないことと、必要時には、担当部
署が設置している電話相談を活用してほしいということを、改めて説明していると
のことです。このように、担当部署としては、申立人に理由等を説明した上で、継
続的な面談を終了したということですのでご理解いただければと思います。

そして、申立人は、令和６年（2024年）９月中旬、令和７年（2025年）３月下旬、
同年４月上旬に病院の受診を求めて担当部署を訪ねており、担当部署は、通院可能
な医療機関を紹介しているとのことです。このことから、担当部署は申立人の相談
に対応していたのであり、担当部署で申立人が対応してもらえない状況ではなかっ
たと言えます。

なお、市からの回答によれば、申立人が来所された際の声掛け等に対し、担当部
署の職員は返答等の対応を行っていたとのことです。

担当部署は、管轄業務に合わせた相談対応については、今後も行うとのことです。
そのため、申立人は、予約をせずに担当部署に来所されることがあるとのことです
が、上述のとおり担当部署が設置している電話相談を活用する方法もあり、もし来
所されるのであれば、予約をした上で担当部署に相談するようにしてください。
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令和７年（2025年）２月頃、市県民税の納付について、担当課に自分の要望を
申し入れたが、「決まりだから払ってもらわないといけない。払ってもらえないの
であれば、財産調査や勤務先の調査をして差押えする。」と言うのみで、こちらの
事情については全く聞く耳を持たないといった対応だった。
担当課は、私の事情を一切聞こうともせず、納得のいく説明もしないこと及び
市県民税の納付方法に関して、納税者の要望を一切受け入れないことについて苦
情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑶　市県民税に関する担当課の対応（要約）

市からの回答

市県民税の納付については、法令上猶予される場合があります（地方税法第15条、
第15条の５、第15条の６）。また、本市においては、法令に基づく徴収猶予制度に加
え、滞納者の生活状況や収入状況等を総合的に考慮し、納税相談のうえで分割納付
による誓約を締結し、柔軟な納付対応を行うことがあります。これは地方税法上の
「猶予」には該当しないものの、納付意思があるにもかかわらず一括納付が困難な
納税者に対し、納税機会を確保するとともに、計画的な納付を促す実務的な対応と
して実施しているものです（以下「事実上の猶予」という。）。

担当課は、申立人の令和６年度及び令和７年度の給与支払報告書を参考に、国税
徴収法第75条第１項各号に規定する差押禁止額を除き想定される差押可能額を勘案
して、令和７年度（2025年度）の見込み税額と滞納分を合算して、月額2.5万円程度
は納付可能であると判断し、その旨申立人に説明いたしました。

一方、申立人は令和７年（2025年）３月下旬に担当課窓口にて、他の債務の返済
をしているため生活困窮であるという申出をされましたが、地方税は、すべての債
務に優先するとされており、差押による金銭の取立て等があった場合は、他の債権
者に優先して滞納市県民税に配当されることから、他の債務の返済を優先するため
に滞納市県民税の納付ができないという申出は認められないことを説明（地方税法
第14条）し、これを受けた申立人は、令和７年（2025年）３月に２万円、同年４月
と５月に1.5万円、それ以降は令和７年度市県民税を含めて令和８年（2026年）３月
までに完納する分割納付計画を誓約されました。

本件においては、申立人が、事実上の猶予による分割納付の誓約をしたものであ
るため、その納付計画を履行できるか否かの納付資力確認のためにも財産調査を行
うことは当然の行為であり、また、分割納付履行中であっても、差押えをすること
ができる財産が判明した場合は、地方税法に基づき差押えをすることとなります。

通常、納税の相談においては、法令等に則り滞納解消に向けた説明をしており、
折衝の際は、関連法令を提示するなどして納得いくような説明に努めていますが、
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本件の令和７年（2025年）３月下旬の電話においては、申立人が感情的になられた
部分もあり、必ずしも十分な説明ができていたとは言い切れません。しかし、その
日に申立人が担当課へ来課された際には、担当課が提示した計画にご理解とご納得
をしていただいたうえで、分割納付の誓約をされました。

オンブズマンの判断

「市からの回答」によれば、市県民税の納付の猶予には、法律に基づく猶予と、
事実上の猶予があり、納税者の生活状況、収入状況を考慮して運用されているとの
ことです。オンブズマンが調査したところによれば、申立人は、令和６年（2024
年）９月中旬に市との間で分割納付計画の誓約を取り交わし、市によって事実上の
猶予がなされていることが認められました。そして、現在、誓約に基づき申立人に
よる市県民税が分割納付されていることも確認できました。分割納付計画の誓約は
申立人の意思に基づくものと思料され、その誓約の過程に過誤があるとは認められ
ません。本件は既に解決済みの事案と判断します。

「市からの回答」によれば、令和７年（2025年）３月下旬の申立人と担当課との
電話でのやり取りに関し、意思の疎通がうまく図られていなかったのではないかと
思われます。担当課におかれては、一般市民が理解できるよう懇切丁寧な説明を励
行されるよう心がけていただきたいと思います。
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自宅の漏水が太陽熱温水器（以下「天日」という。）からの漏水であったため、上
水道料金の還付はできない旨の説明を担当課から受けた。しかし、熊本市上下水
道局指定給水装置工事事業者の中から選んだ事業者Ａが給湯器からの漏水と判断
し、天日からの漏水を見落とした。この判断ミスがなければ、漏水分の余計な上
水道料金は発生しなかった。これは、熊本市の制度に則った結果、生じたもので
ある。
そこで、上水道料金の還付について再度検討してもらいたく、令和７年（2025
年）３月中旬、担当課に電話で問い合わせた。担当課の職員Ｂから、上水道料金
の還付について結論は変わらないと言われ、その上司の職員Ｃの回答も職員Ｂと
同様だった。
以上を踏まえ、担当課に対して、事業者Ａの判断ミスによる余計な上水道料金
は市の制度に則った結果生じたことから、上水道料金の還付を求める。

苦情申立ての趣旨

⑷　熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者のミスを理由とする上水
道料金の還付（要約）

市からの回答

１　漏水の場合における上水道料金の還付に関する制度（減免制度を含む。）
　給水装置（「公道地下布設の配水管から分岐した水道管から、家の中の蛇口まで」
をいう。ただし、メーターは除く。）は、「熊本市水道条例」第19条の２の規定に
基づき、所有者又は使用者で管理するものです。しかし、埋設部分など目に見え
ない部分での漏水は発見しにくい場合があり、また、給湯器本体や天日などの漏
水で下水道に流れていない場合もあるため、上下水道局では住民サービスとして
お客様に検針時の状況をお知らせし、修理していただいた場合にお客様の負担を
軽減するため、水道料金等の減免を行っています。
⑴　制度の概要

　上水道料金の減免における還付は、熊本市水道条例第35条及び「熊本市上下
水道料金、下水道使用料及び工業用水道料金の減免に関する要綱（以下「減免
要綱」という。）」第３条第１項第１号ア、イ、ウに該当する場合に行います。
　当該還付の流れとしては、まず、漏水した際に、所有者または使用者の方か
ら、熊本市上下水道局（以下「上下水道局」という。）が指定している指定給
水装置工事事業者（以下「指定事業者」という。）に修理の依頼を行っていた
だきます。修理完了後、施工を行った指定事業者又は所有者等の方から、減免
要綱に定める減免申請書を上下水道局に提出していただき、上下水道局の方で
当該申請書の内容を確認した後、減免に該当する場合は減免処理を行い、充当
又は還付を行います。
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⑵　指定事業者と市の関係性
　上下水道局が指定している指定事業者とは、「水道法」第16条の２第１項に
基づいて市が定めた熊本市水道条例第11条第１項及び「熊本市上下水道局指定
給水装置工事事業者規程」に則り、適正に施工することができる事業者として、
給排水設備課にて指定された事業者のことです。漏水修理においては給水装置
工事を行うことが多いため、当該工事を施工できる事業者に依頼されるように
お客様にお願いしています。しかし、上下水道局から特定の事業者をおすすめ
することができないため、事業者の組合である熊本市管工事協同組合のご紹介
もあわせて行っており、当該組合の方からお客様に指定事業者をご紹介してい
ます。 
　ただし、指定事業者による漏水修理は、あくまでも指定事業者とお客様との
間の契約であるため、市は指定事業者の行為に責任を負いません。 

２　申立人の主張
　今回の天日からの漏水に伴う減免については、水道料金の減免の対象について
定める減免要綱第３条第１項第１号ア、イ、ウに該当しないため、上水道料金分
の減免は対象外となります。
　この点、申立人は、上水道料金が還付される根拠として、指定事業者の判断ミ
スが市の制度に則った結果生じたことを挙げています。しかし、今回の指定事業
者が行ったとされる判断ミスについては、申立人と指定事業者との間での契約で
ある漏水修理において生じたものであるため、上記１⑵で説明したとおり、上下
水道局が責任を負うことはありません。

オンブズマンの判断

上水道料金の減免の対象について定める減免要綱第３条第１項第１号に基づくと、
漏水の原因が天日であった申立人の今回の場合は、同号のア、イ、ウのいずれにも
該当しないため、上水道料金の減免の対象とはならず、還付されません。しかし、申
立人は、上水道料金が指定事業者という市の制度に則って発生したことを根拠に、
当該料金を還付するように求めています。

この点、市からの回答によると、指定事業者による漏水修理は、あくまでも指定
事業者とお客様との間の契約であるため、市は指定事業者の行為に責任を負わない
ということです。

上記を踏まえると、事業者Ａの漏水修理は事業者Ａと申立人との間の契約となり
ますので、市は天日からの漏水を見落とした事業者Ａの行為に責任を負わないこと
になります。よって、オンブズマンは、申立人の主張する上水道料金については減
免されず、還付されないとした担当課の判断に、不備はないと判断します。
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担当課の職員Ａは、私以外の者が窓口へ行くときちんと対応しているが、私が
窓口へ行くと窓口へ出てくることもせず、すぐに私の担当の職員かＡの上司を呼
びに行き、私と話そうとしない。
このような対応をとる担当課に対して苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑸　特定の職員の窓口対応（要約）　

市からの回答

担当課の職務の一つである生活保護業務においては、校区ごとに被保護者の担当
ケースワーカー（以下「担当者」という。）が決まっています。被保護者からの様々
な相談等は担当者が対応し、対応困難な場合は上司であり査察指導員である主査が
対応することで業務を実施しています。

本件においても、業務の範囲内における申立人への対応は担当者又は主査が行う
ことで十分であり、それ以外の職員が関わる必要はありません。

以上のことから、そもそもＡは申立人の担当者ではありませんので、申立人の対
応をする必要はないものと考えております。

また、申立人が担当課へ来課された際、Ａをはじめ、担当者以外の職員へ話しか
ける行為が時折見受けられます。その際は、担当者又は主査が速やかに中止を求め、
担当者以外への業務上必要のない声掛けはしないよう説明をしております。

申立人に対しては、業務の範囲内で誠実な対応を心がけてまいります。

オンブズマンの判断

担当課の主張からすると、申立人の苦情にかかる主張はおおむね事実であると考
えます。しかしながら、オンブズマンはそのことをもって担当課に不備があるとは
判断しません。なぜなら、生活保護業務は、被保護者に担当者がついている以上、そ
の対応は被保護者の状況を一番理解している担当者が行うことがもっとも効率がよ
く、自然なことだからです。また、申立人の担当者以外の職員も別の被保護者の担
当を受け持っていますので、その業務を全うしなければならないことを考えると、
自分の担当ではない被保護者に業務上必要のない対応をすることは、余計な負担を
かけるだけのことです。そのうえ、申立人には時折、担当者以外の職員に対する業
務上必要のない声掛けが見られるということですので、Ａが直接申立人の担当者又
は主査を呼びに行き、対応を任せることにも理解できるところです。

なお、申立人が来課された際は、担当者又は主査が来るまで誰も窓口対応をしな
いということはなく、担当課の誰かが必ず繋ぎとしての対応は行っているというこ
とですので、申立人にも不都合は生じていないものと考えます。
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私は、居住地が熊本市で、住民登録がＡ市にある方（以下「被後見人」という。）
の成年後見人を務めており、令和７年（2025年）２月下旬に、熊本市長に対して
熊本市成年後見制度利用支援事業（以下「支援事業」という。）の報酬助成を申請し
たが、拒否された。
数日後、担当課のＢ氏に、支援事業について申請の方法や説明を求めたが、Ｂ
氏は「要綱（熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱（以下「要綱」という。）のこ
と。）のとおり。」と回答しただけだった。翌日、担当課のＣ氏に被後見人の氏名を
告げたところ、Ｃ氏は状況を察したようで、「支援事業については、Ａ市との協議
調整になると思われるので、協議後に連絡をする。」との回答を受けた。
その後の同年３月上旬、Ｂ氏に、報酬付与審判に基づく支援事業について尋ね
たが、Ｂ氏は要綱第９条を棒読みし、「（申立人の申請は）同条の定める条件に該当
しないため、支給対象ではない。」と回答した。翌日、Ｃ氏に支援事業について
尋ねたが、Ｃ氏は「昨日にＢが話したとおり（要綱に該当しないため支給できな
い）。」と返事し、さらに、「Ａ市の担当者と話すとは言っていない。必要であれば
自らＡ市に尋ねるべきではないか。」と、前回の回答とは全く異なる回答を行った。
翌日、Ａ市役所のＤ氏に、成年後見制度の報酬助成について問い合わせたとこ
ろ、Ｄ氏は「先日熊本市から問い合わせがあり、回答した。」「保険者での支援はな
いが、Ａ市長申立てであれば、他市町村在住であっても、（Ａ市の）支援事業の対
象である。」との説明を受けた。
以上から、①被後見人が支援事業の報酬助成を受けられないことについて、担
当課が具体的な説明をしなかったこと、②私が担当課にＡ市との協議について確
認した際に、担当課が「Ａ市の担当者と話すとは言っていない。必要であれば自
らＡ市に尋ねるべきではないか。」と言ったにもかかわらず、Ａ市によれば、実際
には熊本市とＡ市は協議しており、担当課が私に対して虚偽の説明をしたこと、
これらの担当課の対応の仕方について苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

市からの回答

１　熊本市成年後見制度利用支援事業の報酬助成制度における支給要件
　支援事業の報酬助成制度の目的は、成年後見人などに対する報酬を支払うこと
が困難である者に対して、報酬を助成することです（要綱第２条）。
　報酬助成の支給要件の一つに、上記の者が、「熊本市内に居住し、かつ住民基
本台帳に登録されている者、又は介護保険法（平成９年法律第123号）第13条第
１項及び第２項に基づき熊本市が介護保険の保険者となっている者又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）
第19条第３項に基づき熊本市が支給決定を行うこととされている者」であること

⑹　成年後見制度利用支援事業の報酬助成申請における市の対応（要約）
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が規定されています（要綱第９条）。
２　申立人の主張について

⑴「被後見人が支援事業の報酬助成を受けられないことについて、担当課が具体
的な説明をしなかった」
　この申立人の主張に関わる申立人との具体的なやり取りについては、一部し
か記録がないため、詳細な確認はできませんでしたが、通常、成年後見制度利
用に係る報酬支給申請についてのご相談に対しては、事情を聞き取ったうえで、
要綱も踏まえつつ、説明します。その上で、報酬支給対象者の要件に該当しな
いようであれば、要綱における記述も説明し、ご理解を求めています。
　申立人とのやり取り時における申立人の説明によると、被後見人は、本市で
生活保護を受けていますが、Ａ市に住民票を置き、Ｅ町内の病院に入院して
おり、かつＡ市が介護保険の保険者となっているとのことでした。そのため、
要綱の支給対象には該当しないことから、その旨を申立人に説明するととも
に、申立人から「要綱を読んだうえで電話をしている。」との発言があったため、
要綱の該当部分を読み上げて説明しました。
⑵「私が担当課にＡ市との協議について確認した際に、担当課が『Ａ市の担当者

と話すとは言っていない。必要であれば自らＡ市に尋ねるべきではないか。』 
と言ったにもかかわらず、Ａ市によれば、実際には熊本市とＡ市は協議してお
り、担当課が私に対して虚偽の説明をした」
　この申立人の主張に関わる申立人との具体的なやり取りについても、一部し
か記録がなく、詳細な確認はできませんでした。しかし、協議の実施について
は、担当課は申立人に、Ａ市と協議することをお伝えしたのではなく、本市に
よる報酬助成の可能性について課内で協議する旨を説明しました。
　また、申立人とのやり取りにおいて、担当課が申立人に、介護保険者である
Ａ市に確認されたかお尋ねしたところ、申立人は「Ａ市には相談していない。」

「自分は熊本市に確認している。」と述べられました。担当課としては、申立人
の心情を考慮し、Ａ市の報酬支給要件について確認し、当該支給要件に該当す
るようであれば、申立人に対してＡ市への申請を案内しようと考えました。そ
こで、担当課は、Ａ市のホームページを確認し、Ａ市の担当者へ問い合わせま
したが、「Ａ市長申立て案件以外は支給対象外」とのことでしたので、結果と
して、申立人に対してＡ市への申請を案内しませんでした。
　なお、本市の支給要件に該当しない事案について、他市町村と協議を行うこ
とは通常は行っていませんが、「申立人がＡ市に報酬助成を申請することがで
きるならば、その旨をお伝えしたい」という、対応した担当課の職員の思いか
らＡ市に確認を行った次第です。
　結果として、被後見人がＡ市の報酬支給要件に該当しないことが確認された
ため、それ以上のＡ市の制度に関する説明を担当課から行うことは適切ではな
いと判断しました。報酬支給要件について「Ａ市に直接お問い合わせいただき
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たい」という説明は、そのような意図によるものであり、決して虚偽の説明を
したものではありません。

オンブズマンの判断

被後見人が支援事業の報酬助成を受けられないことについての担当課による具体
的説明の不足について、申立人の主張によると、担当課から、被後見人が支援事業
の報酬助成申請の対象とならない旨の説明を受けた際に、担当課は要綱に基づく説
明しか行わず、その理由について具体的な説明をしなかったとのことです。

一方で、市からの回答によると、担当課は、要綱の該当部分を読み上げ、それと
照らし合わせながら、被後見人が支給対象に該当しないことについて説明したとい
うことです。

オンブズマンとしては、支援事業の支給要件については要綱に定められています
ので、支給対象に該当するか否かについて説明する際に、主に要綱に沿った説明内
容になるのは、やむを得ないものと考えます。

次に、Ａ市との協議についての担当課による虚偽の説明についてですが、この点
につき、申立人と市の主張は食い違っており、両者の主張を裏付ける客観的証拠も
ないことから、事実認定できませんので、市に不備があるとは判断できません。

以上から、本件において市に不備は認められません。
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私は、私の所有地（以下「本土地」という。）に関する令和７年度（2025年度）の固
定資産税納税通知書（以下「納税通知書」という。）を、同年５月上旬に受け取った。
納税通知書を確認したところ、本土地の地目は、令和６年度（2024年度）までは
「宅地」とされていたが、令和７年度（2025年度）は「雑種地」と変更されていた。
そこで、令和７年（2025年）５月中旬、担当課の職員Ａに、課税上地目が変更
された時点で、所有者に地目変更に関する通知を行わなかった根拠を尋ねた。職
員Ａは、「通知しないで良い決まりだから。」「納税通知書に書いてあるから。」と回
答するだけで、丁寧な説明をしなかった。
私が本土地の家屋の建て替えを決めた後に、熊本地震で家屋が倒壊したため、
私は整地・整備を少しずつ進めていた。撤去業者に撤去の見積りをしてもらったが、
本土地の出入り口が狭く作業車の出入りが困難であったり、私の病気の検査・治
療により建て替えに注力することができなかったため、建て替えの計画が伸びて
しまった。私は、家屋の建て替えを進めたいと思い、地目を「宅地」のままにして
いたのだが、上記の諸事情から当該建て替えを進めることができないのである。
以上から、担当課は一方的に地目を変更したにもかかわらず、地目が変更され
た時点で私にすぐにその旨の通知をしなかった対応について、苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑺　所有地の課税地目の変更に対する市の対応（要約）

市からの回答

１　課税地目の変更
⑴　課税地目の認定方法

　固定資産税の課税物件の価格は、固定資産評価基準（地方税法（以下「法」
という。）第388条第１項の規定により総務大臣が定め、告示した固定資産の評
価の基準並びに評価の実施の方法及び手続）に基づき評価し、決定しなければ
なりません（法第403条第１項）。この固定資産評価基準において、課税地目の
認定については、現況の地目により認定するものとされています。土地登記簿
上の地目と現況の地目とは一致する場合が多いですが、地目変更の不動産登記
申請が速やかに行われていない等の事情で、土地登記簿上の地目と現況の地目
が一致しない場合もあります。
　そこで、課税物件となるそれぞれの土地について均衡のとれた評価を行うた
めに、特定の場合には現地調査を実施して、現況の地目を確認します（詳細に
ついては下記２⑵で説明）。現地調査によって、土地の現況が、課税台帳に登
録している課税地目と異なると判断した場合に、課税地目の変更を行います。
現地調査は、課税地目を変更する際に必ず実施します。

⑵　課税地目の変更の流れ
　現況の地目に変更が生じる可能性があるものとして、主に、①不動産登記に
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おいて、土地の所有者、地目、形状等の変更が行われた場合、②土地の利用状
況を変更した、又は、課税内容が現況と異なっているとの連絡を、所有者から
受けた場合、③航空写真による状況から、土地の現況と課税内容が相違する蓋
然性が高いと判断した場合、の三つの場合があります。
　これらの場合、担当課は、まず、土地の所有者、現在の地目、土地の地積や
形状などの情報を把握し、地番図や住宅地図、航空写真等を使って机上調査を
行います。机上調査を経て、現況の地目に変更が生じている可能性があると判
断した場合には、土地の現況の地目を確認するために、現地調査も実施します。
　担当課が、現地調査によって、土地の現況が課税台帳に登録している課税地
目と異なると判断した場合、翌年度の課税に向けて電算システム内で課税地目
を変更し、価格の計算を行います。同一の土地で、所有者、地目、形状の変更
が複数回行われるときは、机上調査、現地調査、電算システム内の変更処理を
繰り返し行います。
　なお、納税者からの調査依頼に基づいて現地調査を行う場合や、土地の所在
地や形状の特定、複数の利用状況がある場合の範囲の特定など、課税地目の判
断に必要がある場合には、所有者に立ち合いを求めるなどして、利用状況の確
認を行っています。
　現地調査後に電算システムで変更した課税地目は、正式に決定されたもので
はなく、年度末において他の課税物件と共に市長により正式に決定されます。

２　本土地の課税地目の変更に関する経緯
　本土地の課税地目の変更は、以下のとおり、まず机上調査を、その次に現地調
査を経て行われました。
⑴　机上調査

　本土地の近隣の土地に対する登記内容の変更通知が法務局から提供されたこ
とを受けて、担当課の職員Ｂが机上調査を実施しました。その際に、本土地に
ついて、住宅用地（宅地）として課税をしているにも関わらず、家屋の確認が
航空写真ではできなかったため、現地調査を決定しました。調査のために所有
者に接触するかは、現地調査の結果に因るとし、この時点で所有者に対して事
前に連絡はしていません。
⑵　現地調査

　令和６年（2024年）10月中旬に、職員Ｂが現地確認を行った結果、本土地は
敷地内に立ち入りができないほど雑草が繁茂している状態で、敷地外から目視
しても、建物の不存在は明らかでした。この状況を根拠に、本土地の現況地目
を「雑種地」と判断し、電算システム内の課税地目の変更処理を行いました。
なお、上記１⑵で説明したとおり、利用状況の確認のために所有者に立ち合い
を求めるなどすることがありますが、本土地の利用状況は明らかでしたので、
申立人への連絡は不要と判断しました。
　現地調査後に電算システムで変更した課税地目は、年度末に市長によって決
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定されるまでは、正式な決定事項ではありませんので、事前に申立人に通知は
していません。

３　申立人の主張について
　本土地の課税地目については、上記２で説明しましたように、現地調査の結果、
本土地の現況地目を「雑種地」と判断し、電算システムによって本土地の課税地
目を雑種地に変更しました。しかし、年度末に市長によって決定されるまでは、
当該変更は正式な決定事項ではないことから、納税通知書及び課税明細書の交付
前に納税者に課税地目の変更についてお知らせすることはできません。

オンブズマンの判断

「市からの回答」によると、担当課が、机上調査と現地調査を行った後、電算シ
ステムによって本土地の課税地目を雑種地に変更したとのことですが、年度末に市
長によって決定されるまでは、当該変更は正式な決定事項ではないため、納税通知
書と課税明細書の交付前に、納税者に課税地目の変更についてお知らせすることは
できないとのことです。

オンブズマンとしても、課税物件の価格の決定については、毎年３月31日までに
市長が決定することが地方税法において定められていることから、たとえ、担当課
が電算システムによって本土地の課税地目を変更したとしても、当該変更が正式な
決定ではない以上、担当課は、申立人に対して地目変更の件についてお知らせする
ことはできなかったと考えます。

なお、固定資産税は、土地の評価や納めるべき税額の決定とともに、その前提と
なる課税地目の判定の権限を課税する側（市）に認めています。そのため、法や制
度上、地目の変更にあたって、納税者に納税通知書と課税明細書の交付の前に通知
することは必要とされていません。申立人においては、このこともあわせて、ご理
解いただければと思います。

以上を踏まえて、オンブズマンは、本件苦情申立てにおいて市に不備はないと判
断します。
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私は、生活保護を受けている。離婚して配偶者と別居することになった際、担
当課に家賃について尋ねたところ、「家賃は、両名分（申立人と元配偶者の分）を直
接大家さんに振り込む。」と言われたため安心していたが、大家さんに私の分の家
賃のみ振り込まれていないと言われた。大家さんも担当課から、私と元配偶者の
家賃は、直接振り込むと説明されていたが、通帳記帳をして確認しても、入金は
ないとのことだった。
そこで、私が、私の分の家賃が振り込まれていないことについて担当課に問い
合わせると、「申立人は、障害年金と生活保護費をもらっているため、家賃代の補
助はできないので振り込んでいない。」と言われた。しかし、私は、別居の際に、
担当課から家賃は大家さんに直接振り込むと言われたことを信じていた。そもそ
も、担当課から初めに説明された内容と違うし、家賃を振り込まないのならば、
振り込まないとわかった時点で、ゆっくり時間をかけて、わかりやすく説明すべ
きである。担当課から説明はあったのかもしれないが、私が理解できていないの
であるから、その説明は不十分だったと考える。

苦情申立ての趣旨

⑻　生活保護制度における代理納付についての担当課の対応（要約）

市からの回答

生活保護は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して適
用される制度であり、支給額は原則として、厚生労働大臣が定めた世帯の最低生活
費（最低限度の生活を営むのに必要な基準の額）から世帯の収入充当額を控除する
ことによって決定されます。つまり、生活保護における扶助費は、最低生活費の不
足分を補うものです（生活保護法第8条及び「生活保護法による保護の実施要領に
ついて（厚生省発社第123号厚生労働省事務次官通知）」第10）。その中でも住宅扶
助は、住まいの確保及び補修その他住宅の維持のために必要なものの範囲に限りま
す（生活保護法第14条）。

以上から、被保護者の収入額によっては、住宅扶助を計上している場合でも、被
保護者が実際に受け取る扶助費の金額が家賃額を下回る場合があり（生活保護法第
4条及び事務次官通知第10）、その場合は、家賃を賃貸人へ直接支払う代理納付は適
用できません。なぜなら、扶助費が家賃額を下回っている場合にまで代理納付すれ
ば、実質的に扶助費の増額となり、生活保護法第8条の基準及び程度の原則に反する
からです。

申立人の場合は、生活保護とは別に障害年金を受給されており、生活保護制度に
おいて、障害年金の受給は、扶助費支給の可否には関係ありませんが、障害年金は
申立人の収入となることから、障害年金のみでは最低限度の生活を営むに足りない
場合に、その不足分を扶助費で賄うことになります。

さらに、申立人については、減額調整額（離婚による世帯分割により、世帯主
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だった申立人に支給された扶助費から、元配偶者が世帯員でなくなったことに伴い
返還してもらう金額分につき、減額調整しているもの。）及び徴収額（申立人が過
大受給していた扶助費につき、徴収しているもの。）も引いて扶助費の額を算出し
ていることから、結果として申立人に支給される扶助費は家賃額を下回っており、
代理納付は制度上できないことになります。その点について、担当課は、申立人に
代理納付が適用されないことを繰り返し丁寧に説明しています。申立人の主張は、
申立人の誤解と思い込みに基づくものと思われ、担当課としては、申立人に対する
説明が不十分だったとは考えていません。

また、申立人は過去に、担当課に対して同じような申立てを行ったことがあった
ことから、本件の転居の際には、より丁寧な説明をする必要があると認識しており、
時間をかけて懇切丁寧な説明をしてきました。担当課としては、今後も誤解が生じ
ないように、わかりやすい説明をすることはもちろんのこと、相手方が理解してい
るのかどうかよく確認するよう努めます。

なお、申立人に支給する扶助費が家賃額を下回っているため、現時点では代理納
付を適用できませんが、今後、扶助費が家賃額を上回り、代理納付が適用できるよ
うになった際には、申立人へ代理納付について案内する方針です。

オンブズマンの判断

申立人は、担当課が申立人のアパートの家賃を直接賃貸人に支払うことになって
いたのに、担当課が支払いをしなかったために賃貸人から家賃の督促をされた上に、
担当課に相談しても、家賃は自分で支払うようにとしか回答しないため困っている
と主張して、これらの担当課の対応に苦情を申し立てられています。

生活保護における扶助費は、最低生活費（最低限度の生活を営むのに必要な基準
の額）の不足分を補うものであり、支給される扶助費の額は世帯の最低生活費から
世帯収入を控除して決定されるものです。そして、担当課が生活保護受給者に支給
される扶助費から直接賃貸人に家賃を支払う制度を代理納付といいますが、代理納
付は扶助費の額が家賃額を上回っている場合を前提とします。扶助費の額が家賃額
を下回っている場合にまで担当課が生活保護受給者に代わって賃貸人に家賃を直接
支払えば、実質的に扶助費の増額になるため、代理納付は適用できません。

本件において、申立人の扶助費は、市からの回答によると、家賃額を下回ってい
るため、申立人には代理納付を適用することができません。したがって、本件は、申
立人の理解不足による苦情申立てであると認められ、市に不備はありません。

なお、担当課は、代理納付が適用できないことを申立人に繰り返し説明している
ということですが、申立人はそれでも説明が足りないとのことでした。この点につ
き、担当課は、今後もわかりやすい説明をすることはもちろん、申立人の理解を得
られているかを確認するように努めるとのことですので、不明な点等があれば、担
当課に相談していただければと思います。
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私は高齢者の活動の場を作りたいと考え、担当課へ問い合わせたところ、「熊本
市単位老人クラブ助成金」（以下「助成金」という。）を受けるためにはおおむね30
人以上の会員が必要なこと、また、私が居住する自治会内の老人クラブがすでに
助成金をもらっていることを知った。私は、当該老人クラブの活動会員数は30
人未満との認識だったため、当該自治会長に尋ねたところ30人以上いるとのこ
とだった。しかし、ある会員は30人以上いないと言い、その会員から入手した
令和４年度（2022年度）の会計報告書には、収入の入会費の欄に「1,000（円）×20
人、500（円）×１人（半期）」と記入されていることから、ますます会員数が30人
以上いることに疑問を抱いた。
そこで私は、担当課へ助成金支給が適切かにつき調査依頼をした。数か月後、
電話で回答されたが、「適正に処理した。」との回答のみで、助成金支給の有無につ
いてもはっきりしなかった。その後、自治会から助成金が出ていることを確認し、
翌年に令和５年度（2023年度）の会計報告書（以下令和４年度のものと併せて「報
告書」という。）も入手したが、やはり収入の入会費の欄には「1,000（円）×20人」
と記入されていた。そして令和７年（2025年）に入り、会員数は依然より少なく
なっていると思われる状況の中、同年度の助成金が出たと聞き、同年５月下旬に
担当課へ問い合わせた。担当課によれば、助成金における会員数の要件は去年か
ら緩和され、20人以上となったとのことだが、私が問題にしたのは令和４年度
（2022年度）及び令和５年度（2023年度）のことであり、当時はまだ会員数の緩
和はされていなかったのであるから疑問は残ったままである。報告書の入会費の
記入から会員が30人未満であることは明白であると主張したが、担当課には30
人以上の記入がある会員名簿が提出されており、要件はクリアしていると言われ
た。私の、その参加者名簿は架空の者又は参加実績がない者の名前だけを借りて
記入しているのではないかとの問いにも、「参加するつもりで入会したものの、入
院やら体調がよくないやらの理由で来られなかったのではないですかね。そして、
来てないから会員費は取らなかったのでは。」と回答された。会員になった以上、
まずは会員費を納めるべきと思うので、担当課の言う理由には納得できなかった。
また、会員名簿については、書類の検査及び老人会長への確認という形をとって
いるとのことだった。
私も、数ある老人会の会員名簿を一つ一つ調べるのは現実的ではないと理解し
ているが、市の助成金であるから、おかしいと声をあげられているものに対して
はきちんと調べるべきではないか。書類や申請者への確認だけではいくらでも誤
魔化しが効いてしまうことになってしまう。
以上のことから、市からの助成金に関する取扱いに対し苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑼　老人クラブ助成金の運用に対する苦情（要約）
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市からの回答

申立人は、会員数が30人未満の老人クラブに会員数が30人以上であることを要件
とする助成金を支出しているとして、苦情を申し立てているものと理解します。

老人クラブの助成金制度に係る会員の規模については、国の実施要綱では、例外
の場合を除いて、おおむね30人以上の会員規模とする旨の記載があり、これを受け
て本市における要件を定め、交付決定を行っています。

しかし、継続する老人クラブに対する助成金については、「令和元年度　全国介護
保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（抜粋）」において「実施要綱に記載されてい
る、『その他特別の事情』については、これまでおおむね30人以上の会員により適正
に運営されてきたクラブが、諸般の事情により会員が減少したものの、今後も継続
的な活動が見込まれると市町村が認める場合には、引き続き補助対象として差し支
えないので、『おおむね30人以上』という基準を一律に適用することのないようにご
配慮願いたい。」との通知がされていることから、本市では会員数が30人未満の老人
クラブであっても補助金申請を認める運用を行っております。

当該老人クラブには、毎年度、助成金の申請の際、会員名簿を提出いただいており、
30人以上の会員数であることを確認しております。申立人は、参加実績がない者が
名前だけを借りて記入しているのではないかとの主張をされていますが、担当課と
しては、老人クラブに参加する意思を有していれば会員であると判断しております。

また、当該老人クラブは令和４年度（2022年度）に町内の前老人クラブを継承して
以降、継続的に活動を行っておられます。このため、前述の運用によれば、仮に会
員数の減少が確認された場合であっても、助成金の交付には影響しないものと考え
ております。

申立人からは、当該老人クラブについて疑義が示されており、市としても市民の
声を真摯に受け止めることが重要であると認識しております。しかし、調査を行う
には、客観的な資料等に基づく事実確認が必要となります。また、前述のとおり、
当該老人クラブについては、30人未満であっても助成対象となると考えられること
から、本件においては、申請書類及び関係者への聞取りにより確認したものです。
今後、不正が疑われる事実等を把握した際には、適切な対応を講じてまいります。

申立人への対応としては、令和６年（2024年）５月下旬の調査依頼に対して、同年
６月中旬に、電話にて、当該老人クラブに令和６年度（2024年度）助成金の交付申請
に対する結果を通知した旨をお伝えし、助成金申請の内容については、当該老人ク
ラブに所属していない第三者である申立人にはお伝えすることができないことをご
説明いたしました。また、令和７年（2025年）５月下旬の問合せに際の「参加するつ
もりで入会したものの、入院や体調がよくないなどの理由で来られなかったのでは
ないか。」との発言は、これまでの交付申請や老人クラブ会長等へのヒアリングにお
いて伺った事例にそういったことがあったことから、また、「来ていないから会員費
を取らなかったのでは。」との発言は、老人クラブ内の入会費の有無やその徴収方法
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などについては、各老人クラブ内で決定された事項であり、市としては関与してい
ないことから、それぞれ、あくまで可能性の１つとしてご参考までにお伝えしたも
のでございます。
ご指摘いただいた内容につきましては、担当課にて過去の名簿等も含めて改めて
確認を行い、制度の運用に照らして適正に処理されていると判断しております。

今後も引き続き、より丁寧かつ分かりやすい説明に努め、助成金は市民の大切な
財源であることを十分に認識し、適正な運用と透明性の確保に努めてまいります。

オンブズマンの判断

老人クラブの会員数要件に関し、何をもって老人クラブの会員と認めるかについ
ては、熊本市老人クラブ活動助成金及び老人クラブ健康増進助成金交付要綱には明
確な規定がないことから、本件助成金を取り扱う担当課に一定程度の裁量が認めら
れていると考えられますので、担当課による会員認定の仕方自体には問題はないと
判断します。

なお、当該老人クラブにおいては、令和４年度（2022年度）に町内の前老人クラブ
を継承し、継続的に活動を行っていることから、仮に会員数の減少が確認されたと
しても、上記通知に伴う本市の運用により本件助成金申請が認められることになる
とのことです。この運用は、昨今の、老人クラブ会員の高齢化等による会員数の減
少という現状から、国がなんとか老人クラブの制度を存続させる手立てとして打ち
出されたものであり、それを受けての本市の運用にも理解できるところです。

申立人は、老人クラブの会員名簿など、おかしいと声があげられるものについて
は、きちんと調べるべきであるとの主張をしています。一方で、担当課は、調査を
するためには客観的な資料等に基づき、不正の事実が疑われる事情があることが必
要であるとしています。これは、あいまいな情報や不確かな情報に振り回される危
険性を排除できる点で合理的であり、適切なものであると判断します。本件におい
ては、不正の事実が疑われるとまではいえず、オンブズマンも申立人の指摘を受け
てさらに調査する必要があるとまではいえないと判断します。また、申立人の２度
の問合せに関しては、担当課の回答は理由を聞けばいずれも理解できるものです。
したがって、オンブズマンは、担当課の対応に不備があるとまでは考えません。し
かし、担当課は、自身の発言に至る前提及び理由をきちんと説明したうえで回答す
るなど、より丁寧な対応をすることで、申立人の納得する度合いも変わったのでは
ないでしょうか。

最後に、申立人からすると、老人クラブ助成金の手引きなどに示してある規定だ
けからすると、当該老人クラブへの助成金の支給には問題があると考えるのも無理
からぬところです。担当課も今後の方針として、より丁寧かつ分かりやすい説明に
努めるとのことですので、少しでも市民が抱える不透明感を解消するために市民に
寄り添った接遇を期待いたします。
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A中学校（以下「学校」という。）に通う私の子どもは、令和６年（2024年）10月
上旬、元担任の教員Bから、お腹にハサミやカッターナイフを向けられた（以下
「本事案」という。）。その２日後に本事案が発覚し、その翌日、私も立ち会ったう
えで、教員 Bに対する校長のヒアリングが実施されたが、教員 Bは本事案での
あらゆる言動を否定した。
その後、私の子どもの学校での様子を見ようと私が学校に行き、帰宅しようと
した際、校長から「もう帰るのですか？まだ見て行ってくださいよ。何なら、あ
と２～３か月見られてもいいですよ。ア、ハハハハ（笑い）」と言われた。これは
保護者をバカにするような発言である。
本事案の発生以降、校長は、私の子どもの担任やクラスを変更するなど対処し
たが、本事案に関する本質的な調査を行っておらず、その対応は不十分である。
そもそも、校長は以前、本事案の調査を担当した担当課の職員Cと同勤して
いたことがあり、お互いに知り合いだった。職員Cは、学校でのヒアリング時
などで、学校を擁護するような発言が多く、ある時、私が「それは学校寄りの発
言ですね？」と問うと、職員Cは「はい」と答えた。
さらに、担当課が行った調査についても、本事案を目撃していた生徒への調査
をしないなど、調査対象者はごくわずかで、私の方から、私の子どもが本事案
を原因とするフラッシュバックで泣いている映像も含めた資料を担当課の職員C
に渡したが、これらの資料は本事案を審議した審議会に提出されていないようだ。
令和７年（2025年）１月に実施された本事案に関する審議会での審議の結果、本
事案の事実が認定されず、教員Bは処分されなかった。
以上のとおり、教員 Bが処分されなかったのは、担当課による本事案の調査
が極めて不十分であったからであり、同課の業務執行に対して苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑽　体罰の調査における学校と市の対応（要約）

市からの回答

学校での申立人に対する校長の発言について、申立人によると、校長からバカに
されたような発言を受けたとのことですが、校長には、申立人が主張されるような
意図は全くなく、子どもを心配されている申立人に対し、申立人の子どもの学校で
の様子を見ていただくことが最善の方法であるという考えから、もし申立人が希望
されるならば、まだ見ることができる旨をお伝えしたということです。

校長が「あと２～３か月見られてもいいですよ。ア、ハハハハ」と言った事実は
ないということでした。申立人ににこやかに語りかけたため、それを「笑った」と
受け取られた可能性はあるかもしれないということでした。

校長が、本事案に関して、教員 B への聞取りをはじめ、関係職員や関係生徒に聞
取りを行ったことが確認されています。担当課としては、校長は可能な限りの調査
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を実施したものと認識しています。
申立人から職員 C に対する「それは学校側への何か近づいた発言だと思います

よ。」という発言に対して、職員 C が「そうですね。はい。はい。」と返答した事実
は認められますが、その趣旨は、申立人の言いたいことを理解したという趣旨で
あったということです。校長と職員 C が過去に同勤していたことは事実ですが、担
当課の第三者的立場を損なうようなやり取りはもちろん、そのように疑われる事実
もなかったと認識しています。

担当課は、申立人からの審議会に向けた調査の申出を受けて、審議会に諮る方針
を立てたうえで、申立人の子どもからの聞取りを行い、その結果から割り出した、
関係する生徒と教員（教員 B 以外）に聞取りを行いました。上記の聞取りをまとめ
た資料に加え、申立人側から提供された資料も審議会に提出し、諮問しました。

担当課は、本事案について、調査を尽くしましたし、審議会は慎重な審議を経た
ものと認識しております。

オンブズマンの判断

校長が申立人に「もう帰るのですか？」といった趣旨の言葉を掛けた事実につい
ては、申立人と市の主張は一致していますが、校長のその言葉の趣旨が校長の説明
するとおりであったことを否定する証拠はありませんので、申立人の主張を直ちに
採用することはできません。

また、校長が申立人に「あと２～３か月見られてもいいですよ。ア、ハハハハ」
といった趣旨の言葉を掛けたかどうかについては、申立人と市の主張は食い違って
おり、申立人の主張を裏付ける客観的証拠もないことから、申立人の主張を直ちに
採用することもできません。

オンブズマンの調査によれば、校長が本事案の調査に協力的であったことが認め
られます。

担当課の職員 C が、申立人からの「それは学校寄りの発言ですね？」という問い
に対して、職員 C が「はい。」と返答した趣旨が、申立人の言いたいことを理解し
たという趣旨であったことを否定するに足る証拠もありませんので、申立人の主張
を直ちに採用することはできません。

オンブズマンの調査によれば、担当課が保有する全ての資料を審議会に提出して
いたことが認められ、申立人の子どもがフラッシュバックで泣いている映像が提出
されていたことも確認済みです。申立人の主張は疑いにとどまり、その主張を裏付
ける証拠はありません。

以上のとおり、申立人の主張の多くは、市側との認識の相違に基づくものであり、
申立人の主張が客観的証拠により認定できるものではないため、市側が否定してい
る以上、市側の主張を直ちに排斥することはできません。よって、市に不備がある
とは認められません。
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私の住居は歩道及び車道に面しており、歩道の縁石の切下げの幅が４mあるが、
スピードを出す車が多いという道路状況による危険や、私の子が駐車する機会が
増えたこともあり、駐車場を広げたいと考えた。駐車場を広げるためには、縁石
の切下げの幅を広げる必要があるため、令和７年（2025年）５月末頃、土木セン
ターに縁石の切下げの幅を広げることができないか相談したところ、土木セン
ターは、現場の状況を確認してもいないのに「縁石の切下げの幅は、１軒につき
４mまでである。これは、法律で決まっている。」と繰り返し回答した。
また、私の住居の付近には縁石の切下げの幅が４mを超えている所もある。
それについて、土木センターに「勝手に縁石を撤去して４mを超えて切下げの幅
を広げている人もいるのではないか。そういう調査はしているのか。」と尋ねたと
ころ、「そのような調査はしていない。」と回答された。私は、現在の駐車場が道路
状況に加え、縁石の切れ目もわかりにくく危険な状態であるから、駐車場を広げ
ようと思い土木センターに相談したのに「法律で決まっている。」という回答だけ
で門前払いされ、私が無断で切下げてもいいのかと尋ねた際には、「無断でやった
ら、元に戻してもらう。」と言われたことについても納得できない。

苦情申立ての趣旨

⑾　車両の乗入口における縁石の切下げと土木センターの対応（要約）

市からの回答

道路から民地への車両乗入口の設置に伴って縁石を切り下げるときは、道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第24条に基づき施行承認申請を行う必要があり、
道路法第57条により工事費用は申請者が負担することになります。また、熊本市で
は「熊本市車両の乗入口設置基準（平成30年（2018年）６月７日施行）（以下「基
準」という。）」を設けており、施行承認申請があった際は、この基準に基づいて許
可の判断を行っています。

申立人の土地は、土地利用形態が住宅地であり、一般の一戸建て住宅が建ってい
ます。また、土木センターは、申立人の土地につき、すでに約4.0m の車両の乗入口
が１か所設置されていること、今後特殊な車両が出入りする予定がないこと、店舗
のように複数の車両が出入りしている状況でもないことも確認しています。このこ
とから、土木センターは、基準に基づき、申立人の土地の車両の乗入口の設置につ
いては、車両の乗入口１か所、幅4.0m が許可できる内容であると判断し、その旨を
申立人に説明しました。

次に、縁石には本来、歩車道の区分を明確にし、車両と歩行者の安全性を確保す
る役割があります。そのため、歩道のある道路について、むやみに車道と歩道を往
来できるような構造にすると、車両が減速せずに歩道に侵入してしまうことや、歩
行者が車両の進入に気づきづらい等の危険性が高まってしまうことから、車両の乗
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入口は必要最小限とする必要があります。そのため、土木センターは、スピードを
出す車による危険性について、縁石の切下げの幅を広げる理由とはならないと説明
しました。その際、土木センターは、縁石の位置が分かりづらいことによる車両の
乗り上げの危険性の防止策として、縁石鋲（反射板）等を設置する方法、もしくは
車両の乗入箇所の変更が考えられることを申立人に伝えています。

そして、土木センターは、写真等の資料で判断できない場合、詳細な調査を必要
とする場合、本人から要望があった場合には現地確認を行いますが、本件において
は、申立人が土木センター窓口にて相談された際に、現地の写真を持参されていた
のに加えて、土木センターが、令和７年（2025年）５月中旬に申立人から電話で相
談があった際に、グーグルマップ（Google Maps）で申立人の土地について確認を
していました。土木センターは、これらの情報等を用いて基準に基づく判断を行う
ことが可能であったため、現地確認は行いませんでした。

次に、申立人の土地の周辺に、車両の乗入口として縁石の切下げの幅が4.0m 以上
の箇所があることは、土木センターも把握しています。そして、基準に定める縁石
の切下げの幅を超えている理由としては、例えば、縁石の切下げの幅が4.0m と基準
で定められている箇所であっても、過去は適正であったものの、現状として、土地
利用形態の変更で4.0m 以上になったケースや道路整備等により土地形状に応じて
やむを得ず4.0m 以上になったケース、横断歩道やバスベイの切下げと一体化してい
るケース、２軒の乗入口が連続しているケース、土地の利用状況からやむを得ず
4.0m 以上になっているケース等の様々なケースが考えられます。そのため、土木セ
ンターは、申立人に対して、縁石の切下げの幅について、過去は適正であったもの
の、土地利用形態の変更で4.0m 以上になったケースや、道路整備等による土地形状
に応じてやむを得ず4.0m 以上になったケース等があることを説明しました。

また、基準に定める縁石の切下げの幅を超えている理由には、上記のとおり様々
なケースがあるため理由の特定は難しく、市民が勝手に切下げの幅を広げたかの判
断が難しい状況です。そのため、土木センターは、縁石の切下げの幅が基準に定め
る幅を超えている場合でも、積極的な調査は行っておらず、現地調査については、
新しく車両の乗入口を設置する場合等に、基準で定める縁石の切下げの幅を超えて
いる等の情報提供等があった場合のみ行っています。それに加えて、新しく車両の
乗入口を設置する場合や、家屋建替え等で乗入口の位置変更があるなどの相談が
あった際、基準に定める幅を超えている場合には、基準に基づく構造に変更するよ
う指導もしています。このことから、申立人の土地の周辺の縁石の切下げの幅が
4.0m を超えている箇所について、土木センターは、申立人に調査はしない旨の回答
をしました。その際、申立人から、申立人が無断で縁石の切下げの幅を広げた場合
についての質問があったため、土木センターは、道路法第43条第１号及び第２号に
反しているものとして、道路法第71条第１項に基づき指導を行う旨の説明をしまし
た。
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オンブズマンの判断

本件において、土木センターは、現地の状況を申立人が持参された写真及びグー
グルマップ（Google Maps）で確認した上で、車両の乗入口を設置する際の縁石の
切下げの幅は、基準に基づき4.0m までが許可することができる幅と判断しており、
その旨を申立人に回答したことについても不備はありません。

なお、申立人が主張するように、住居周辺の道路状況等により危険な状況がある
こと、申立人の子が利用する機会が増える等の事情により駐車場を拡張したいとい
うお気持ちは理解しますが、縁石には歩行者の安全を守る役割がありますので、切
下げる幅に制限を設けることはやむを得ないものであり、その点は申立人にもご理
解をいただきたいと思います。

次に、申立人は、土木センターが、縁石の切下げの幅について、「法律で決まって
いる。」と言うだけだったと主張されています。それに対し、土木センターは、「基
準に基づき判断している。」と回答したと主張しており、この点につき、双方の主張
が食い違っていますのでどちらが正しいのかについては判断できません。

また、申立人は、申立人の住居の近隣に縁石の切下げ幅が4.0m を超えている箇所
があるため、勝手に縁石の切下げの幅を広げている者についての調査をしているの
かと尋ねたところ、土木センターは「そのような調査はしていない。」と回答し、申
立人が「（自分が）無断で縁石の切下げの幅を広げてもよいのか。」と尋ねた際には、
「無断でやったら、元に戻してもらう。」と回答したと主張されています。この点に
ついて、近隣の縁石の切下げの幅が4.0m を超えている原因としては様々なケースが
あり、現状として4.0m を超えている箇所を把握していたとしても、どの様な経緯で
現在の切下げの幅になったのかについて、土木センターが調査を行い把握すること
は困難と言わざるをえません。そのため、あえて土木センターが、積極的な調査は
行わず、新しく車両の乗入口を設置する場合等に、例えば縁石の切下げの幅が4.0m
を超えている等の情報提供等があったときに調査や指導等を行うことには合理性が
あるといえます。そして、申立人の「（自分が）無断で縁石の切下げの幅を広げても
よいのか。」という質問は、無断で車両の乗入口を拡張することの是非を問う旨の
質問であるところ、前述のとおり、土木センターは、新しく乗入口を設置する場合
等には指導等を行っています。そのため、申立人の質問した内容が、道路法第43条
第１号及び第２号に反していることから、道路法第71条第１項に基づく指導を行う
という旨の回答をしたものと思われます。

以上から、オンブズマンは、土木センターの対応について不備があったとは判断
しません。
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熊本市Ａ区Ｂ地区にある私の自宅（以下「本件宅地」という。）は、父が昭和38年
（1963年）に財団法人Ｃ協会（以下「Ｃ協会」という。）から購入したものであると
ころ、市は、昭和62年（1987年）より前に私の自宅敷地の一部を道路に組み入れ
た（この部分を以下「本件土地」という。）にもかかわらず、その補償や収用に必要
な手続を経ずに私の土地を収奪した。しかも、市は、市道改修工事のたびに市道
の高さを私の自宅駐車場（以下「駐車場」という。）より低くなるよう設計、施工し、
現在の市道と駐車場の段差を約10cm生じさせた。その結果、駐車場前の市道の
側溝から、毎時30mm程度の雨で雨水があふれ出し、自宅内への浸水や、小中
学生が路側帯を歩けず道路中央部を歩かざるをえないなどの問題が生じている。
これらの問題解決のため、私は市に本件宅地に関する資料の提出を求めたが、
市は他の方の個人情報が載っていることなどを理由に提出しない。また、市に駐
車場の改善を求めたところ、当初市はこれを拒否していたが、最近になって、市
から安全上の理由として民地内１m以内で改善工事をするとの回答をもらった。
しかし、改善工事は１mなどと範囲を限定せず、問題が解消するところまで行
うべきである。
これらの市の一連の対応について苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑿　自宅前の市道に関する苦情（要約）

市からの回答

昭和37年（1962年）12月下旬、Ｃ協会がＡ区Ｂ地区の一部地域（以下「本件地
域」という。）の所有権を取得しました。翌昭和38年（1963年）５月下旬、当該地域
の分筆登記がなされています。本件宅地は、その時の分筆により生じた地番で、分
筆日に申立人の父（以下「前所有者」という。）がその所有権を取得しています。　

昭和38年（1963年）に分筆された際の地積測量図及び旧字図によると、本件地域
は、本件宅地を含む宅地部分と道路部分に分筆されていることが確認できます。本
件土地は、昭和49年（1974年）７月、Ｃ協会から市へ所有権移転されています。

これらのことから、本件土地は、もともと本件宅地の一部ではなく、昭和38年
（1963年）の分筆の際に生じたＣ協会の土地の一部であり、その後、昭和49年
（1974年）、市の所有地となったものと判断され、申立人の土地が市の道路として収
用されたという事実はありません。

申立人は、本件宅地の境界に関する「道路境界確認書」及び「地籍調査結果閲覧
表」の提出を要求されておりますが、他人の個人情報を含んでいるため、担当課か
ら申立人へ提出することができません。当該資料の提出を求めるのであれば、情報
開示請求の手続を踏んでいただく必要があることを申立人にお伝えしております。

駐車場と市道との段差についてですが、市は、駐車場前の市道に関する工事を過去
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２回実施しております。駐車場と市道との境界は、現状では10cm程の段差がついてお
りますが、現在の側溝の高さは、昭和61年（1986年）に実施した最初の工事の際の側
溝の高さのまま変わっておらず、令和４～５年（2022年～ 2023年）に実施した２回目
の工事も側溝の高さを変える工事ではないことから、申立人が主張されている「工事
のたびに市道の高さを駐車場より低くなるよう設計、施工した」という事実はありま
せん。当該段差は昭和61年（1986年）時点ですでに生じていたと推測されます。

申立人は、本件駐車場と市道との段差解消のための工事を要求されていますが、
前提として道路管理者である市は、民有地内の土地利用のために民有地の改良工事
を行うことはできません。一方で、これまで継続して検討していた冠水対策におい
て、令和７年（2025年）６月上旬に、駐車場前の市道の側溝の蓋を集水機能の向上
が期待できるグレーチング蓋に変える方針（以下「本件方針」という。）を決定し
ました。そして、本件方針に基づく工事に伴い、民地の一部である駐車場を一時掘
削する必要があるため、市工事の駐車場復旧時に、影響する部分の約１m 程度を市
道への擦り付け工事として実施することとしました。これは、あくまで冠水対策の
工事の一環であって、段差解消を目的とした工事ではありません。

今後も引き続き、申立人から説明や要望を求められた際には、現地で説明を行い、
要望に対しては検討したうえで、適切に対応いたします。

オンブズマンの判断

全部事項証明書によれば分筆日、所有権移転日が同一日であることに加え、全部
事項証明書、地積測量図、地籍成果図、旧字図などの客観的証拠に照らしても、「市
からの回答」における本件土地が市の所有であるとの市の説明に矛盾する点は見受
けられません。また、道路境界確認書や地籍調査結果閲覧表によれば、前所有者が
境界について承諾していることも認められます。

「市からの回答」によれば、申立人が開示を求めたのは、道路境界確認書及び地
籍調査結果閲覧表であるとのことです。これらはいずれも行政文書であるため、個
人情報保護の観点をも踏まえて慎重な取扱いがなされなければならず、安易に開示
することはできません。したがって、資料である行政文書の開示にあたって、担当
課が情報開示請求の手続をするよう求めるのは適切な対応であると考えます。

客観的証拠に基づく市の回答に照らすと、駐車場と市道の段差は、市の工事に
よって生じたと判断することはできません。そして、民地である駐車場については、
行政機関である市は手を加えることができないのが原則です。しかしながら、市は、
側溝から雨水があふれ出す状況に関し、歩行者の安全の問題として公共の利益に関
わることであるため、その対策としてグレーチング蓋へ交換する工事を行うとのこ
とです。その工事における駐車場復旧の際に、段差部分を市道へ擦り付ける工事を
実施する方針とのことです。これにより、実質的に申立人が懸念されている問題も
解消されることになると思われます。この市の方針は相当であると判断します。
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私が居住するＡ市営団地には、「熊本市営住宅すまいのしおり〈令和６年４月改
訂〉」に違反する行為（以下「本件事案」という。）を行う住民等がいるため、担当課
及び市営住宅を管理する部署（以下「管理部署」という。）に管理責任を果たすよう
相談し続けているが、「市は家賃と駐車場代等の管理はするが、苦情についてはそ
ちらで解決するように。」と言うだけで、違反行為の是正措置をとろうとしない。
市営住宅は市が管理するものであるから、管理者として住民の違反行為を是正
する措置を講じなければならないのに、何らの措置すら講じようとしない市の業
務執行の在り方について苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒀　市営住宅の入居者からの相談に対する市の対応（要約）

市からの回答

市営住宅の管理は、担当課と管理部署が行っています。また、市から依頼された
市営住宅管理人（以下「管理人」という。）が、市と入居者とのパイプ役として、市
及び管理部署からの連絡文書等の配布や回覧等の業務を担っています。

本件において、申立人はＡ市営団地における管理人ですが、本件事案に関して担
当課は、申立人自身からその旨の苦情を受けたことはなく、管理部署においても同
様でした。これらのことから、申立人が市に苦情を伝えているにもかかわらず、何
らの対応も行わなかったという事実はありません。

なお、市営住宅の入居者の皆様には、市営住宅での快適な共同生活を送っていた
だくため、ルールやマナーを遵守していただくことが必要であることを、切にご理
解いただきたく、生活をするうえでの入居者同士の取決めをお願いしているところ
です。

オンブズマンの判断

申立人は、本件事案について、管理部署はもちろん、担当課に対しても相談して
いるとのことです。しかし、担当課は、本件事案については、申立人から相談を受
けたことはないし、管理部署も同様であったと主張しています。このように、前提
となる事実の存在の有無という点で両者の主張が食い違っているため、オンブズマ
ンの調査には限界がある以上、どちらの主張が正しいかについて判断することがで
きず、申立人の主張に基づいて、直ちに市に不備があるとは言えません。

しかし、オンブズマンは、申立人から、本件事案を相談するため、複数人で担当
課の窓口を訪れ、氏名こそ不明であるものの、背の高い男性職員に対し、本件事案
について説明したということを聞いています。申立人のオンブズマンに話された内
容は具体的であり、申立人が市と入居者を繋ぐ管理人としての立場であることに照
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らしても、申立人が本件事案について担当課及び管理部署に何も相談をしていない
という担当課の主張には違和感がないとは言えません。

また、担当課は、オンブズマンのヒアリングにおいて、担当課及び管理部署は本
件事案について申立人から直接相談を受けたことはなく、当然ながら対応記録も存
在しないと主張しています。ところで、対応記録の作成に当たっては、代表者の氏
名のみを記載しているとのことでした。とすると、確かに、申立人から直接本件事
案についての相談を受けたという対応記録が存在していないとしても、申立人と共
に窓口に出向いた申立人以外の者を代表者として対応記録を作成したことも可能性
としては有り得ると考えられます。本件苦情申立てのように、市に対する相談者が
誰であるかは、オンブズマンの調査・判断に当たっても、極めて重要な事項ですの
で、担当課及び管理部署におかれては、代表者のみではなく、同行者の氏名も記録
するなどの今後より一層の詳細な対応記録を作成することを心がけてもらいたいと
思います。

担当課は、市営住宅でトラブルが生じた際には、市営住宅の入居者同士で取決め
をし、ルールやマナーを守ることで解決してほしいと主張していますが、本件苦情
申立ては、特定の居住者が入居者同士の取決めに基づいたルールやマナーを守らな
いため、管理者である市にその助けを求めたが援助がされないとして申し立てられ
たものです。それを入居者間での取決めによって解決してほしいというのは、管理
者がその管理義務を果たしていないのと同様であると思われます。申立人は、その
ような市の業務執行の在り方について苦情を申し立てられているのですから、市は
そのことを肝に銘じて管理者として、入居者任せにせず、入居者による自治では対
応できないケースにおいては、積極的に対応すべきであると考えます。

なお、現在、市は本件事案について対応を行っている最中とのことですので、管
理者である市による適宜適切な対応を期待します。
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私は、県からのＣ川の払下げに当たって昭和13年（1938年）に地番が振られた
土地（以下「本件土地」という。）を所有している。本件土地には、地下が水路となっ
ている暗渠コンクリート路盤（以下「水路部分」という。）が横断しており、本件土
地に係る水路部分（以下「本件水路部分」という。）も本件土地に含まれている。
このことは、旧土地台帳や登記記録から明らかで、以下からも裏付けられている。
⑴　昭和47年（1972年）、本件土地の隣地の所有者Ｄの妻が熊本県土木事務所長
へ、本件土地の隣地の水路部分（以下「隣地水路部分」）の公用廃止及び所有権移
転の確認を申し入れた。その後、市は暗渠工事を行い、隣地水路部分が私有地で
あることを認め、車両利用通行止めのバリケードフェンスを設置している。
⑵　平成6年（1994年）、Ｄの妻を建築主とする建築工事の確認申請の際、九州財
務局、熊本県土木事務所、熊本市都市局下水道部の立会いの下、隣地水路部分を
Ｄの私有地として確認し、その旨付記した確認申請書類で建築確認を得ている。
私は、本件土地に接する里道と本件土地との境界を確定するために、令和5年

（2023年）から複数回にわたり境界立会を行った。その際、私は本件水路部分が
私有地である旨を主張したが、担当課のＥは、「水路は国から譲渡されたものであ
り、私有地に入っているはずがない」などと主張し、未だに境界確定には至って
いない。Ｅにその主張の根拠を求めたところ、「根拠はない」との回答であったた
め、理不尽で筋の通らないＥでは話にならないと思い、上司からの説明を求めた
が、Ｅから、「上司も同じ判断なのでその必要はない」と一方的に拒否された。Ｅ
の根拠に基づかない主張を押し通す行為は、極めて不適切である。
更に、境界確定に必要な措置として、暗渠コンクリート路盤によって隠れてい
る当該里道の位置を明示してほしいとの要望には、「そのような義務はない」と回
答している。これは、平成6年（1994年）に国・県・市の三者の境界立会いが確
定していることを、根拠なく否定し混乱させており、市の財産管理の在り方に問
題がある。　
以上のような担当課の職員の対応に対して苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒁　敷地境界立会に関する担当課の対応（要約）

市からの回答

申立人は、本件払下げの範囲はＣ川の敷地全体に及んでいると認識されています。
しかし、市としては、Ｃ川の敷地の一部は周辺の雨水排水を処理するために水路と
して残置し、それ以外の敷地が本件払下げの範囲であるとの認識です。したがって、
本件水路部分については、本件払下げの対象外になっていると考えております。

当該水路は、廃川されたＣ川の排水機能の一部を残置されたものと思われ、周辺
住民の多くの方が利用される水路となっています。そのような水路は、通常、私有
地に構築することはなく、仮に構築するとしても、書面による私有地使用契約が締
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結されているものと思われますが、本件水路部分に対する契約書等は確認できない
状況です。また、本件土地の南側と北側の水路部分では、本件土地と同様、昭和13
年（1938年）当時の払下げ用地の登記が行われていますが、その字図で当該水路と
払下げ用地を分けて示されている箇所があり、当課に保管する平成8年（1996年）
の立会記録に添付されている「Ｃ川廃川敷平面図」でも、払下げ用地外に排水路を
明記した図面が存在しています。さらに、法務局に登記された昭和44年（1969年）
3月上旬作成の地積測量図には水路部分該当箇所に「水路」と記載されています。

以上のことから、市は、水路部分は本件払下げの対象外の部分に設置されたもの
と考えています。

苦情申立ての趣旨⑴については、申立人所有地と市の所有地の境界については、
当課に境界が確定している記録がないため判断できない状況です。また、バリケー
ドフェンスについても記録がなく、市が設置したとの確認は取れておりません。

苦情申立ての趣旨⑵については、建築計画概要書（平成6年（1994年）6月下旬受
付）の図面に、境界の接道地（市道）管理者である当課が立ち会った記載はなく、
当課に境界が確定した記録もないため判断できない状況です。なお、建築指導課か
らは「建築確認概要書に記載された内容をもって、熊本市が当該水路の所有権を認
めたものではない。」との見解もいただいております。

職員の対応については、「水路は国から譲渡されたものであり、私有地に入ってい
るはずがない。」との発言は、「水路は公共機能を有しているため、私有地内には存
在しないのではないか。」との趣旨の発言を行ったものです。次に、「根拠はない。」
との発言については、Ｃ川の払下げ時の契約書や図面等について、県及び九州財務
局に確認したが資料がなかったこと、また、私有地に水路を設置した場合の使用契
約が締結されている書面がないこと、さらに、里道の幅を示す根拠となる検図がな
かったことなどを踏まえ、「明確に示す資料はない。」という趣旨の発言を行ったも
のです。次に「上司も同じ判断」の発言については、当該案件は随時上司に報告を
行い、事前打合せで決定した内容に基づき説明を行っていることから、「当課の総意
としての判断であり、上司から説明したとしても同様の説明の繰り返しとなる」と
いう趣旨で発言したものです。最後に、「暗渠コンクリート路盤に隠れた里道の位置
を明示してほしい。」との要望に対する発言については、里道との境界が確定して
おらず、位置を示すことができないため、また、申立人の要望が立会方針に左右さ
れるものでないため、「そのような義務はない。」ではなく、「必要はありません。」
と発言したものです。

オンブズマンの判断

オンブズマンは、本件水路部分が申立人の所有であるか市の所有であるかについ
ては判断する立場にはなく、その権限もないことをお断りしておきます。以下、Ｅ
の対応ひいては市の対応の適否を判断します。
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「水路は国から譲渡されたものであり、私有地に入っているはずがない。」との
発言については「水路は公共機能を有しているため公共用地内に存在すると思われ、
本件土地内には存在しないのではないか。」との趣旨での発言ということです。Ｅ
のこれまでの経験上からの発言であり、一般的な見解として大きく間違ったもので
もないことから、不備があるとまでは判断しません。しかし、例外的にそうでない
可能性も否定できませんので、断定的に「はずがない。」と言い切って否定してし
まうのは、相手方にとっても気持ちのよいものではありません。

「根拠はない。」との発言については、申立人と市のいずれの立場からも明確な
資料がなかったことから、どちらの主張についてもその正当性について「明確に示
す資料はない。」という趣旨の発言だったということです。確かに市としては、疑義
が生じているものについては、慎重な取扱いをしなければならないことから、上記
の趣旨で発言されたのであれば特に問題はないものと考えます。しかし、申立人は、
Ｅは申立人の主張を理由や根拠もなくただ否定しているだけという意味合いに捉え
られたと思われ、そうであれば、申立人が理不尽で筋が通らないと思われるのも無
理はありません。

「上司も同じ判断なのでその必要はない」との発言については、申立人が、Ｅの
「水路は私有地に入っていない」との考えはＥ独自の考えであって、担当課として
はそのように考えていないのではないかとの思いから、上司からの説明を求めた際
のＥの回答であると思料します。「市からの回答」から、市はＥと同様の考えである
ことが確認でき、この発言は事実ですので、問題はありません。ただ、申立人はＥ
に対しかなりの不信感を抱いている点も考慮されていれば、よりよい対応となった
と考えます。

「暗渠コンクリート路盤に隠れた里道の位置を明示してほしい。」との要望に対
する発言について、申立人は「そのような義務はない。」と発言したとのことです。
これに対し、市は、境界は確定していないため里道の位置を示せないこと、暗渠コ
ンクリート路盤に隠れた里道の位置は申立人が主張する境界であり、市が主張する
境界は違う位置であって、その立会方針に沿わない要求であることから、市が申立
人の要望された位置を示す必要性はないとの考えから、Ｅは「必要はありませ
ん。」と発言したとのことです。境界立会において、誰がどの範囲のことまでを行う
のかについて、オンブズマンは判断することができないため、この発言が適切か否
かについても判断はできません。しかし、仮に「そのような義務はない。」との相手
方を突き放すような言い方であったとすれば、少々配慮を欠いた言い方であったと
考えます。

Ｅの発言は、一定の合理性が認められる市の主張に沿った発言であり、オンブズ
マンは、間違った内容は言っていないと判断しました。したがって、市に不備があ
るとは認められません。

ただ、やはり言葉足らずで、誤解を与えるような不十分な説明であったことから、
より丁寧な説明をすべきであったのではないかと考えます。
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私は弟と父を相手方とした住民基本台帳における支援措置（以下「支援措置」と
いう。）を受けている。（戸籍の附票の写しを交付（以下「本件交付」という。）された
時点での相手方は弟のみ。）支援措置の申請窓口のA区の説明では、裁判所の命
令がある等、私に何か落ち度がない限り、私と夫以外からの住民票等の開示は
できない状態であるとの説明を受けていた。ところが、父から依頼を受けた弁
護士（以下「代理人弁護士」という。）から、遺産の譲渡に関する内容の文書が届い
た。私は、住所が代理人弁護士に漏れたことに驚き、すぐにA区、警察署及び
熊本県弁護士会へ連絡したところ、代理人弁護士はB区区民課（以下「担当課」と
いう。）から住所を把握したとのことだった。すぐに担当課へ連絡したところ、「正
当な理由」があったため代理人弁護士へ本件交付を行ったとの説明を受けた。
上記の件に関する私の疑問及び要望は以下のとおりである。
①支援措置を受けている者の住民情報を交付する場合には「正当な理由」が必要
とのことだが、その基準は何か。②代理人弁護士が私の住所を知ろうとした理
由は、「遺産譲渡の御願い」のためであり、裁判所の命令等によるものではないが、
担当課は何をもって「正当な理由」があると判断したのか。③支援措置の取扱いに
関する見解を各区で聞く限りばらつきがあるように感じたが、市で統一的な取扱
いがされているのか。また、支援措置の申請窓口（A区）へ説明した私自身の状況
について、なぜ交付窓口（B区）へ共有されないまま本件交付がされたのか。④今
回の担当課からの書面回答は、私の説明が反映されておらず、何より開示された
住所の扱いについて全く触れていなかった。謝罪の意思を表してはいるが、担当
課の正当性を強調するものとなっており、市民への精神的負担や、不利益を無視
した、不誠実な対応ではないか。⑤担当課及び熊本市の顧問弁護士は、代理人
弁護士に今回の経緯を説明した際、代理人弁護士から「直ちに今回入手した住所
を教えることはない」との回答があったため安心するよう説明するが、弁護士は、
依頼人の利益のために動くため、入手した住所を依頼人に漏らしてはいけないと
いう法的根拠はないとも聞いている。このような不安定な状態から脱却させるた
め、今後一切私の住所が、代理人弁護士から、父や弟へ漏れることがないよう対
応を講じるべきである。
上記の点について説明及び対応を講じない担当課に対し苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒂　住民基本台帳における支援措置の取扱い（要約）

市からの回答

支援措置は、DV 等の被害を申し出た方のうち、支援の必要性が確認された方を保
護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の
附票の写しの交付（以下「住民情報」という。）について、それを制限することに
より不当な目的による利用を防止しようとするものです。住民情報の交付・閲覧
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（以下「交付等」という。）を制限したい相手方（以下「相手方」という。）が判明
している場合、相手方からの住民情報の交付等の請求には、不当な目的によるもの
又は相当と認められないものとして、交付等をしないこととします。その他の第三
者からの交付等の請求については、第三者になりすました相手方への交付等を防ぐ
ため、顔写真が貼付された身分証明書などで本人確認をより厳格に行い、相手方か
らの依頼を受けた第三者への交付等を防ぐため、請求事由についてもより厳格な審
査を行います。

支援措置は、書面申出に基づき住民情報を秘匿する手続ですが、支援措置申出書
に明記されていない内容まで幅広く交付等を制限し、正当な理由による請求権まで
拒否するものではありません。このことから、本件交付における判断自体には誤り
はなかったと考えております。申立人の主張に対する市の見解は以下のとおりです。

①②について、交付等の請求があった場合、まずは交付等の請求者が相手方か相
手方以外かを判断し、相手方ではないことが明確であれば、利用目的が「正当な理
由」と認められるか否かを判断します。「正当な理由」の基準は、交付等の請求の目
的に対し、住民情報の必要性が認められるか否かです。例えば、交通事故の賠償交
渉や相続の手続、また、債権者による債権回収のための請求など正当な権利行使に
不可欠な場合や、弁護士等の特定事務受任者による職務上の必要性がある場合、裁
判所が訴訟手続き上、職権で住所を確認する必要がある場合などが正当な理由に該
当します。本件においては、本件交付の依頼人は、申立人の父（当時まだ相手方に
登録されていなかった。）であることを弁護士本人から確認できたため、相手方で
ある申立人の弟がなりすましている可能性はないこと、さらに請求の目的が遺産分
割であったことから、正当な理由に該当するとして、本件交付をするに至りました。

③について、住民情報は、各区とも基本的に申出人以外には交付しないこととし
ており、交付の請求者が相手方でないことが明白で、「正当な理由」がある場合には
交付すべきとしています。事前の電話確認については、市において、どのケースま
で申出人に事前連絡をするのかについて明確に定めておらず、対応する課の判断に
委ねています。次に申立人の状況に関する情報共有に関してですが、申立人が相談
機関（本件では A 区福祉課）に対して話されたご自身の状況は、申立人を支援措置
対象者とすべきかどうかを判断する際の判断材料としてお聞きしているもので、こ
れらは個人の私生活情報に深くかかわることから、広く共有することは職務上知り
えた内容の濫用に繋がるおそれがあるため、共有しておりません。

④について、本件交付後、お電話でお聞きした内容について、先般お渡しした文
書で申立人にとっての十分なお答えができておらず、結果としてご不安を与えたこ
とについては、配慮が足りなかったと考えております。

⑤について、本件においては、相手方への住所等の漏洩の可能性はないと判断し
て本件交付を行ったものですが、申立人から不安な心情についてのご連絡をいただ
いたことから、改めて代理人弁護士には配慮いただきたいとお願いしたところです。
市としては、交付の請求者である代理人弁護士に指示、指導できる立場にはないこ
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とから、お願いという対応にとどまったものです。
今後、支援措置手続に関しては、少しでも利用者が混乱する事態を減らしていく

ため、熊本市各区の説明や判断が統一されるよう制度主務課及び各区で情報共有の
うえ、要綱、マニュアルの整備及び職員研修の実施を促してまいります。

オンブズマンの判断

本件交付について、請求をしたのは申立人の父の代理人弁護士であり、当時、申
立人の父は支援措置の相手方として登録されていなかったとのことです。また、当
該請求は日本弁護士連合会が発行する専用用紙によってなされる弁護士の職務上請
求であることから、相手方のなりすましや依頼人を偽るなどの可能性は極めて低い
といえます。また、本件交付請求の利用目的は遺産分割であり、相続人との接触は
必須であることから、相続人の現住所を知ることについては必要性が認められると
ころです。よって、本件交付は適切であったと考えます。なお、遺産譲渡も相続人
間での遺産配分に当たり、広く遺産分割に含まれるため、市の対応に問題はありま
せん。

支援措置における取扱いが統一されているかという点については、「市からの回
答」によると支援措置における交付の判断については統一しているとのことですが、
説明の仕方として、ある区は「第三者には基本的には交付しないが、正当な理由が
ある場合には交付する。」といった言い回しをしている一方で、他のある区は「第
三者には正当な理由があれば基本的には交付する。」といった言い回しをしていま
す。どちらも同様の内容を説明しているのですが、言い回しが違うため、申立人と
しては異なる取扱いをしているかのような印象を持たれたのではないでしょうか。
他方で、申出人への事前連絡については、どのケースについてまで行うのか市全体
としては明確には決められていないとのことです。支援措置を受ける理由や状況は
それぞれ異なることから、個別の事案に即して判断するという趣旨であると思われ
ます。しかし、少しでも申出人が抱える違和感や不安感を解消するような取扱いを
考慮する必要はあります。

申立人の事情に関する情報を共有していなかった点については、そのような取り扱
いをしたことの市の理由は納得のいくものであり、妥当な取扱いであると考えます。

本件交付後の説明が不十分であった点については、市民の立場に立ち、なぜその
ような質問がされたのか、市民の真意をくみ取ることも市の職員の大切な要素であ
ると思われますので、市には、その点、ご留意いただきますようお願いいたします。

本件交付後の対応については、オンブズマンとしても市が行った以上の対応は困
難であると考えます。申立人としては、お願いという対応にとどまっている点で不
安な心情であるとは思いますが、市としても適正な手続を経たうえで交付を受けて
いる代理人弁護士に対して、強制はもとより、指示、指導等はできかねる立場にあ
りますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
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私の所有する市街化調整区域の土地（以下「本件土地」という。）は、熊本市が設
定した市街化区域への編入要件（以下「編入要件」という。）のうち、国勢調査にお
ける人口集中地区（以下「DID 区域」という。）に該当しないことを理由に市街化区
域への編入が認められていない。私は、この担当課の判断に納得できず、住民説
明会にて、私の代理人（以下「代理人」という。）を通し、担当課に「DID 区域とは何
か、また編入要件を満たしていないと担当課が判断した基準についても教えてほ
しい。」と伝えたところ、「個別に回答する。」と言われたが、未だに回答がない状況
である。

苦情申立ての趣旨

⒃　市街化区域への編入要件と担当課の対応（要約）

市からの回答

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先
的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり（都市計画法（昭和43年法律第100
号）（以下「法」という。）第７条第２項）、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべ
き区域とされています（同条第３項）。市街化調整区域から市街化区域に編入する
には、法に定める手続に従い、都市計画決定を行う必要があります（法第16条から
第20条まで）。

まず、本件土地の区域区分の変更に当たっては、令和３年（2021年）に実施した
都市計画基礎調査で明らかとなった土地利用状況等の変化を踏まえ、熊本市で定め
た以下の編入要件（ア）～（ウ）の区域ごとに設定した全ての要件を満たすことが
必要となります。

【市街化区域への編入要件】
（ア）「すでに市街地を形成している区域」について

①人口密度要件：国勢調査における DID 区域であり、人口密度が市街化区 
	 域と同等となっていること。
②区域要件：市街化区域に接していること。
③市街化要件：現に相当程度の宅地化が進んでいること。
④都市基盤要件：道路や公園、下水道等の都市基盤が整っていること。

（イ）「おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」について
①位置要件：「地域拠点800m圏域」又は「地区計画決定箇所」に該当すること。
②区域要件：市街化区域に接していること。
③市街化要件：現に相当程度の宅地化が進んでいること。
④都市基盤要件：道路や公園、下水道等の都市基盤が整っていること。

（ウ）「区域の明確化を図る区域」について
①人口密度要件： DID区域であり、人口密度が市街化区域と同等となってい
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ること。
②区域要件：隣接する市街化区域と一体を成している区域であること。
（市街化区域と市街化調整区域の区分を定めるための境界としていた河川、
道路等の境界が移動した区域等）

この編入要件は、法、法施行令（昭和44年政令第158号）、法施行規則（昭和44年
省令第49号）といった関係法令のほか、国が定める都市計画運用指針や、熊本県が
定める基本方針に基づいて設定しています。その中でも、法施行規則第８条で定め
られた「既成市街地の区域」に適合する区域については、国の都市計画運用指針を
受け、熊本県が作成した基本方針においても、DID 区域となっている区域を基本と
すると示していることから、熊本市でも関係法令等に基づき DID 区域を基本として
います。

人口集中地区（DID 区域）とは、原則として人口密度が１平方キロメートル当た
り4,000人以上の基本単位区等が隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時
に5,000人以上を有する地域のことです。なお、DID 区域であるかについては、総務
省統計局が示す DID 地区情報（jSTAT MAP）（以下「jSTAT MAP」という。）に
基づき判断します。

そこで、本件土地について見ると、本件土地が所在する区域は jSTAT MAP によ
ると、DID 区域には該当しません。また、本件土地が所在する区域は、「地域拠点
800m 圏域」又は「地区計画決定箇所」のいずれにも該当しません。よって、本件
土地は編入要件（ア）～（ウ）について、いずれも満たしていないことになります。

次に、苦情申立ての趣旨によると、住民説明会にて担当課から「個別に回答す
る。」と言われたものの、未だに回答がない状況であるとのことですが、担当課の記
録及び録音を確認したところ、担当課から「個別に回答する。」という趣旨の回答
を行った事実はなく、むしろ代理人から「また個別で相談させてもらいます。」と
いう発言があったため、別途、相談があるものと認識していました。このような行
き違いが生じましたが、担当課は、後日開催された公聴会にて、代理人に DID 区域
は国が定めるものであり、本件土地は DID 区域に該当しないことを、jSTAT MAP
を提示しながら説明を行いました。その際、代理人から「DID 区域の調査区は、国
と市が協議して区域を決めるのではないのか。調査区の変更により対応できないの
か。」というお尋ねがあったため、後日、DID 区域は総務省統計局が基準に基づき設
定するもので市は関与しておらず、調査区（基本単位区）の設定方法についても、
国の基準等に基づき設定しているため、市の裁量により定めるものではないと代理
人に電話で回答しています。

オンブズマンの判断

申立人は、住民説明会において、代理人を通し、DID 区域とは何かに加えて、編
入要件を満たしていないと判断した基準についても担当課に尋ねたところ、個別に
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回答すると言われたにもかかわらず回答がないと主張しています。一方で、担当課
は、代理人に対して個別に回答すると言った事実はなく、むしろ代理人から個別に
相談を受けるという認識であったと主張しています。このように双方の主張は食い
違っていますが、担当課は、住民説明会における代理人との会話については録音及
び記録を残しているとのことであり、認識の食い違いにより、別に回答をしなかっ
たとしても不備があったとまでは認められません。

また、代理人との面談時にオンブズマンは、住民説明会後に開催された担当課に
よる公聴会に代理人が参加される予定であることを聞きました。市からの回答によ
れば、その公聴会の終了後に、担当課は代理人に対して、本件土地が市街化区域に
編入されない理由は DID 区域に該当しないためであり、その判断における DID 区
域の定め方、及び本件土地が DID 区域に該当しない理由を説明したことのことで
す。その際、代理人から「DID 区域の調査区は、国と市が協議して区域を決めるの
ではないのか。調査区の変更により対応できないのか。」という質問を受けたため、
後日、DID 区域は総務省統計局が基準に基づき設定するもので熊本市は関与してい
ないこと、調査区（基本単位区）の設定方法についても、国の基準等に基づいて設
定するもので市の裁量により定めるものではないことを代理人に電話で回答したと
のことです。

担当課のこれらの対応からすると、申立人は、納得ができるものではなかったに
しろ、担当課から本件土地が市街化区域への編入要件を満たしていないと判断され
たことについて詳しい説明を受けていることになるため、担当課の対応に不備が
あったとは認められません。
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生活保護を受けている私の住居には古いエアコンが設置されているが、故障等
の懸念がある状況である。そのため、担当課にエアコンの買替えについて相談し
たところ、生活保護手帳の「保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什
器の持合せがないとき。」という文言（以下「当該文言」という。）を示しながら、エ
アコンの買替えは自費で行うようにと言われた。
また、生活保護における扶助費を支給される際、通帳には「フジョヒ」としか記
載がなく、どの様な使用用途で支給されたのか分からないし、事前に送付される
保護決定通知書（以下「通知書」という。）についても、具体的な支給日が記載され
ていないため大変分かりにくい。これらのことについて担当課に伝えたが、「決ま
りだから。」という回答しかされなかった。

苦情申立ての趣旨

⒄　生活保護におけるエアコンの買替えに係る担当課の対応（要約）

市からの回答

生活保護の実施は、本来国が果たすべき役割を地方公共団体が処理する法定受託
事務であり、生活保護法第８条及び地方自治法第245条の９に基づいて国が定めた
事務処理基準である保護の実施要領（国による地方公共団体等に対する通知）に
従って実施する必要があります。生活保護手帳は、生活保護法関係法令及び通知等
を分類、整理したものですので、保護の決定・実施に当たっては、生活保護手帳の
内容に従って実施しています。

エアコンなどの冷暖房器具の設置に必要な費用は、毎月定められた生活扶助とは
別に、緊急又は特別の需要に対応するため、臨時的に認定して支給される「一時扶
助」に該当し、以下に示す生活保護手帳局第７−２（６）−ア（ア）から（オ）及
びウを根拠として認められるものです。　
【生活保護手帳局第７−２（６）−ア】

（ア）保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
（イ）単身の被保護世帯であり、当該単身者が長期入院・入所後に退院・退所

し、新たに単身で居住を始める場合において、最低生活に直接必要な家具
什器の持合せがないとき。

（ウ）災害にあい、災害救助法第４条の救助が行われない場合において、当該
地方公共団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接
必要な家具什器をまかなうことができないとき。

（エ）転居の場合であって、新旧住居の設備の相異により、現に所有している
最低生活に直接必要な家具什器を使用することができず、最低生活に直接
必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき。

（オ）犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生
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命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合におい
て、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

【生活保護手帳局第７−２（６）−ウ】
　被保護世帯がアの（ア）から（オ）までのいずれかに該当し、当該被保護世帯
に属する被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合であって、それ
以降、初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎えるに当たり、最低生活
に直接必要な冷房器具の持ち合わせがなく、真にやむを得ないと実施機関が認
めたときは、冷房器具の購入に要する費用について、73,000円の範囲内において、
特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。
そこで、申立人が求めるエアコンの買替え費用についてみると、生活保護手帳局

第７−２（６）−アの各要件のいずれにも該当しないため、一時扶助費は支給でき
ません。また、担当課が申立人に対し、エアコンの買替えのための一時扶助費を支
給できない根拠として当該文言を示した理由は、当該文言が、昭和38年４月１日付
社発第246号　各都道府県知事・各指定都市長あて厚生省社会局長通知第７−２で
通知され、生活保護手帳局第７−２として記載されたものであり、一時扶助の支給
に際しては、当該文言に基づき支給を検討するためです。

生活保護における扶助費の通帳表記については、現在の生活保護費支給の手続に
おいて、システム上、設定できる名称が１種類のみであるため扶助の種別に関わら
ず全て「フジョヒ」と表記されます。このことは申立人に丁寧に説明し、その際に
各扶助費の内訳を手書きするという対応をしています。

また、通知書については、生活保護受給者に送付するに当たり、担当課において
扶助費支給を起案し、決裁等を経てから、支給に向けての処理手続を行います。担
当課では、扶助費支給の起案をする時点では具体的な支給日は確定しておらず、決
裁等を終え、支給に向けての処理を行う段階で初めて具体的な支給日が確定するこ
とから、通知書には具体的な支給日を記載することができません。このことは、申
立人に何度も説明したうえで、具体的な支給日の日付が知りたい場合は担当ケース
ワーカーに問い合わせれば回答可能であることも説明しています。

なお、申立人から受けた通知書に対するご意見について、担当課は、熊本市の生
活保護のシステムを管轄している部署（以下「管轄部署」という。）に情報提供を
行っています。

オンブズマンの判断

冷房器具の設置に係る一時扶助は、市からの回答に記載された生活保護手帳局第
７−２（６）−ア（ア）から（オ）及びウを根拠として認められるものであるとこ
ろ、申立人が求める故障や経年劣化を理由とするエアコン等の買替え費用の場合は、
いずれの要件も満たさないことから、担当課はエアコン等の買替え費用として扶助
費を支給することはできないということになります。この対応は、国が定めた事務
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処理基準である保護の実施要領（国による地方公共団体等に対する通知）に従った
ものであり不備はありません。また、このことを説明した際、担当課が当該文言を
示した理由は、当該文言が、昭和38年４月１日付社発第246号　各都道府県知事・各
指定都市長あて厚生省社会局長通知第７−２で通知され、生活保護手帳局第７−２
として記載されたものであり、一時扶助の支給に際しては、当該文言に基づき支給
を検討するためとのことです。そうであれば、申立人に説明する際に当該文言を示
すこと自体は、説明方法として不適切ということはありません。

生活保護における扶助費を支給する際、通帳に「フジョヒ」としか記載がないこ
とについては、システム上、設定できる名称が１種類であり、各扶助費の内訳を個
別に記載することができないとのことです。担当課は、このことを申立人に説明し
たうえで、その際に各扶助費の内訳を手書きするという対応を行っているとのこと
であり、申立人が各扶助費の内訳を認識できるように対応したものといえることか
ら、通帳の記載及び担当課の対応に不備があるとは言えません。通知書については、
担当課において、扶助費の具体的な支給日が確定する前に扶助費の支給を起案し、
決裁等を経てから、支給に向けての処理手続を行っているため、通知書に具体的な
支給日を記載することができないとのことです。よって、担当課は、生活保護のシ
ステムに基づき、適切な手続を経たうえで通知書を送付したものであり、通知書の
記載について不備があるとはいえません。

生活保護の内容は、法定受託事務であることから、生活保護の実施における事務
処理基準である保護の実施要領（国による地方公共団体等に対する通知）を国が定
めています。そのため、市には、国の定めた基準と異なる生活保護を実施するよう
な裁量はありません。

ただ、オンブズマンは、生活保護を実施するうえで受けたご意見等について、必
要に応じて管轄部署に情報提供を行い、そこから国に伝えるというルートをとって
いることを聞き取りました。生活保護受給者からのご意見等は、生活保護制度をよ
り良くしていくうえで重要なものであり、本件でも、通知書についての申立人から
のご意見を管轄部署に情報提供しているとのことです。
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私は、熊本市の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（以下「本件給付
金」という。）が支給される際には、事前に通知書が送付されていることを知った。
しかし、今まで私は、通知書を受け取ったことがなかった。そこで、本件給付金
の申請相談窓口（以下「給付金申請相談窓口」という。）に相談したところ、対応し
た職員が私の相談についてメモをとったり、調べたりするそぶりは一切なく、「本
件給付金が支給される場合には、市から事前に必ず通知書を送付している。」と言
われたため、「通知書を送付したというのであれば、私宛の通知書はどこに行った
のか。」と尋ねたが、「市から通知書は送付されており、返戻された通知書もない。
これ以上は分からないので、郵便局に問い合せるように。」と郵便局を案内された。

苦情申立ての趣旨

⒅　電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の通知書に係る市の
対応（要約）

市からの回答

本件給付金は、昨今の電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、
特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯）を支援することを目的
としており、本件給付金の運用においては、「熊本市電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金支給事務実施要綱」「令和５年度熊本市電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援給付金事務実施要綱」「令和６年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支
援給付金事務実施要綱」「令和６年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
（３万円等）事務実施要綱」に基づいて行われています。

本件給付金の支給に当たっては、支給対象者となる世帯に通知書を送付し、本件
給付金の支給要件を満たすと思われる世帯で、本件給付金の支給に際して振込口座
の確認等が必要な世帯主には、本件給付金の支給要件確認書（以下「確認書」とい
う。）を送付します。その際、担当課では、以下の手順に沿って行っています。

①基準日時点における、本市の住民登録情報を抽出する。
②住民税課税情報等と照らし合わせ、本件給付金の対象となる世帯を抽出する。
③世帯主を対象者として、通知書対象世帯と確認書対象世帯に振り分け、それぞ

れ対象者リストを作成する。
④通知書・確認書を作成する。
⑤通知書・確認書の対象者リストを基に、通知書・確認書に宛先を印字する。
⑥封入・封緘した通知書・確認書を郵便局に持込み、発送手続を行う。
⑦通知書・確認書の発送状況を含む、対象者情報をシステムに組み込む。
給付金申請相談窓口は、各区役所に設置され、本件給付金についての相談を受け

付けていました（令和７年（2025年）11月28日をもって閉鎖済です。）。給付金申請
相談窓口での対応全般については、市が依頼した受託事業者が行っており、通常で
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あれば、通知が届かない旨の相談を受けた場合には、基本的に相談者から氏名・住
所・生年月日を聞取り、システムのパソコンの画面上で発送状況等の確認を行いつ
つ、質問等にお答えするといった対応を行います。

通知書がお手元に届いていないとの申立人の主張について、担当課は、システム
において発送の記録が確認でき、かつ返戻の記録が確認できない方に関しては、社
会通念上、宛先である住所地に到達したものと考えています。そのため、申立人宛
の通知書については、給付金申請相談窓口にお越しになった際に聞き取った氏名・
住所・生年月日によりシステムで発送の記録を確認でき、返戻の記録は確認できな
かったことから、宛先である申立人の住所地に到達したものと考えています。

給付金申請相談窓口にご相談いただいた際の対応について、給付金申請相談窓口
では、通知書が届いていないとのご相談があった場合はシステムで発送履歴を確認
し、返戻の記録がシステム上で確認できない場合は、発送状況（発送日時）を説明
したうえで、宛先である住所地に到達しているとの説明を行うこととしています。
その際、通知書発送後の配送状況についての詳細なご相談があった場合は、万一の
郵便局による誤配送等の場合を想定し、配送を担当している郵便局にお尋ねいただ
くよう案内しています。

なお、給付金申請相談窓口では、聞取りの際に下を向いてメモをとる行為自体を
好まれない相談者がいることや、メモをとる行為自体が、新たに個人情報を記載し
た書類を作成するという側面があることから、個人情報漏えいを防ぐためにもメモ
等はとらず、主要な部分を適宜システム上に記録しながら対応する運用となってい
ます。

オンブズマンの判断

通知書及び確認書の送付に際して、市からの回答で示されたとおりの手順に沿っ
て行われているとのことです。これらの通知書及び確認書を送付する手順は、誤配
送や通知漏れを防ぐため、慎重な手続をとっているものと評価できます。また、こ
の手順を経ることで、通知書及び確認書の発送状況を含む、対象者の情報がシステ
ム上に記録され、氏名・生年月日・住所を用いてシステムに照会すると、通知書及
び確認書の名宛人と、何らかの理由で名宛人に送付できずに通知書及び確認書が市
に返戻された記録を確認することが可能とのことです。

そこで、担当課が申立人に送付した通知書についてみると、給付金申請相談窓口
にてシステムに照会した結果、通知書を申立人の住所に送付していることが確認で
き、市に返戻された記録は確認できなかったということから、申立人に届いたもの
といわざるを得ず、この点について市に不備があるとはいえません。

次に、給付金申請相談窓口の対応について、給付金申請相談窓口では、通知書が
申立人の住所に送付されており、市に返戻された記録も確認できなかったことから、
申立人に通知書の発送状況（発送日時）を説明したうえで、通知書は申立人の住所
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に到達しているという旨の説明を行ったとのことです。その際、申立人に郵便局を
案内した理由は、郵便局による誤配送等の場合を想定し、配送を担当している郵便
局にお尋ねいただくためとのことですので、相談者に寄り添った対応であるといえ
ます。

また、給付金申請相談窓口の職員がメモをとったり、調べたりするそぶりは一切
なかったという申立人の主張について、給付金申請相談窓口では、基本的にメモ等
をとらないようにしているとのことです。そのため、実際は、パソコンを用いてシ
ステムの画面上で申立人の相談について記録をとり、通知書について照会を行って
いたものの、あくまでもパソコンを用いたシステムの画面上の操作であることから、
申立人から見ればメモをとったり、調べたりしていないように感じたものと思われ
ます。

以上から、給付金申請相談窓口の対応に不備があるとはいえません。
ただ、給付金申請相談窓口にて相談を受けた際にメモをとらない理由については

理解できますが、相談者に合わせて、相談の内容についてパソコン上で記録をして
いる旨をお伝えするなど、適宜、何をパソコンで行っているのか説明するといった
丁寧な対応を行っていれば、今回のような誤解を与えることを防ぐことができるの
ではないかと考えます。
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令和７年（2025年）７月中旬、「道路管理者　熊本市長　大西一史」名の指導文
書（以下「１回目文書」という。）が自宅に届いた。「樹木の剪定・伐採について（お願
い）」という標題で、所有地内の樹木が一部道路上へはみ出し、交通の妨げとなっ
ているため、剪定や伐採による樹木の適切な管理を求める内容だった。
私は、所有者として、また、「事故等が発生した場合は、所有者の管理責任が問
われることがある。」旨の記載に驚いたため、できるだけ早く対応しなければとは
思った。同年８月中旬、市道へはみ出していると指摘を受けた樹木を伐採した。
しかし、それから４日過ぎた頃、またも同様の文書（以下「２回目文書」という。）
が自宅に届いた。２回目文書には、伐採した日から２日後の日付けが付されてい
た。既に伐採したのに、伐採した後の日付けで同様の文書が届いたことは納得で
きない。仮に、確認した時点では伐採前だったとしても、このような場合もある
のだから、行き違いになった場合のお断りの一言を記載しておくべきである。

苦情申立ての趣旨

⒆　私有地内の樹木の剪定・伐採に対する市の対応（要約）

市からの回答

１　指導文書の送付後の担当課による対応の流れ
指導文書を送付した後に担当課が行っている対応については、土地の所有者等

から担当課に連絡があった場合、剪定・伐採（以下「剪定等」という。）の実施
予定時期について確認を行い、その時期を目途に現地確認を行います。当該時期
が未定の場合は、決まり次第、再度連絡をしていただくようお願いしています。

所有者等からの連絡がない場合は、現地の危険度などから経過観察期間を適宜
設定したうえで、再度現地確認を行います。もし、未だに危険が除去されていな
ければ、再度指導文書を送付するなどの対応を継続します。

２　本件における担当課の対応の経緯
令和７年（2025年）６月中旬、担当課が申立人宅を訪問し、「越境樹木の剪定・

伐採のお願い」のチラシをご在宅の方にお渡ししました。
同年７月上旬、担当課が現地確認を行いましたが、変化が見られなかったため、

同月中旬、申立人宛てに１回目文書を送付しました。この直後に、担当課内で今
後の対応方針を検討し、およそ１か月後に申立人宅の現地確認を再度行うことを
決定しました。

申立人は同年８月中旬に剪定等を実施されたとのことですが、その２日前に担
当課が申立人宅の現地確認を行っており、状況に変化がないことを確認しました。
これを受けて、再度指導文書を送付することを決定しました。

上記の現地確認から４日後に課内決裁が得られたため、その翌日、１回目文書
と同じ内容で、申立人宛てに２回目文書を送付しました。
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３　申立人の主張について
⑴　申立人が所有地内の剪定等を行った後に、申立人宛てに２回目文書が届き、

行き違いが生じたことについて
　担当課は、申立人が剪定等を行った日から２日前の現地確認と、この現地確
認から４日後の課内決裁を経て、その翌日に２回目文書を申立人宛てに送付し
ました。その結果、行き違いが生じたものと思われます。
　上記の現地確認後、すぐに２回目文書を送付していれば、行き違いは生じな
かったのかも知れませんが、指導文書の送付においては、課内決裁及び発送準
備の期間を要するため、どうしても現地確認から指導文書送付の間に一定の時
間差が発生します。指導文書の送付直前又は送付当日に最終現地確認をするな
どの対応は、業務の都合上、難しい状況です。

⑵　行き違いになった場合のお断りの文言が記載されていなかったことについて
　申立人の主張のとおり、指導文書にお断りの文言を記載していませんでした。
今回の申立人からのご指摘を踏まえ、行き違いが生じた場合のお断りの一文を
指導文書に入れるようにしました。

４　今後の方針
　指導文書には、申立人からご指摘いただいた点以外にも、①市の担当者へ土地
の所有者等からの連絡期限を設け、剪定等の実施予定時期について連絡していた
だくようにすること、②指導文書の送付後に現地確認が再度行われることを記載
する必要があると考えています。これらの点については、今後、各区土木センター
等関係各課で、今回の件を含め問題を共有し、より一層の丁寧な対応ができるよ
う努めてまいりたいと思います。

オンブズマンの判断

申立人が所有地内の剪定等を行った後に、申立人宛てに同じ内容の文書が届き、
行き違いが生じたことについて、担当課は、現地確認と課内での決定といった手続
を踏まえたうえで、２回目文書を滞りなく申立人宛てに送付しています。現地確認
から２回目文書を送付するまで、一定の期間を要することはあり得ることであり、
担当課の業務上の対応について問題は見出されません。

行き違いになった場合のお断りの文言が記載されていなかったことについて、オ
ンブズマンは、申立人からの指摘を踏まえ、行き違いが生じた場合のお断りの一文
を指導文書に入れるようにしたという担当課の対応をもって、この問題はすでに解
決されたものと判断します。

以上から、市の対応自体に問題は認められないため、市に不備はありませんが、
市に対して申し添えたいことがあります。

土地の所有者等が、担当課から申立人宛てに送付された文書に記されていた、「事
故が発生した場合、被害者から損害賠償請求など所有者の責任が問われる場合があ
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ります。※実際に所有者の責任が問われ、所有者が多額の賠償金を支払われた事例
あり。」という記述を読んだ時に、「損害賠償請求」や「多額の賠償金」といった言
葉の重みから、今回の申立人のようにご不安を抱かれるのは想像に難くなく、市民
の方の受け止め方に配慮した伝え方があるのではないかと考えます。

今後、市は、土地の所有者等が指導文書を通じてどのような行動をとる必要があ
るのかを把握できるように、申立人から指摘された点以外についても各区土木セン
ター等関係各課で共有し、対応の改善に努めていくとのことです。その際、市には、
市民の方の受け止め方やお気持ちという視点も忘れずに取り組まれるようお願いし
ます。

市の改善等の状況

市の回答「４　今後の方針」の中で触れていた２つの点について、次のような文
言を指導文書に追記して対応することとしました。

【①に対応する文言（例）】
　令和●年●月●日までに、下記の連絡先までご連絡くださいますようお願い
いたします。

【②に対応する文言（例）】
　本市では道路の安全確保を目的として、当該箇所を含む管理状況の確認を継
続して実施し、必要に応じて管理のお願いを行いますので、引き続き適正な維
持管理にご協力くださいますようお願い申し上げます。

上記文言の追加によって、受け取った市民が次に何をすればよいのか、そして何
が起きるのかを理解することができます。さらに、実際に連絡をいただいてお話し
くだされば、話の内容次第では、解決に向けたアドバイスなどができることもある
かもしれません。

また、今回の案件で見出された問題とその教訓を踏まえた対応については、各区
土木センター等関係各課へ周知いたしました。
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私は、子の療育手帳の再判定の申請を行ったが、療育手帳の再判定のための
面接を行う担当部署（以下「担当部署」という。）から約３か月間も音沙汰がなかっ
た。ようやく担当部署から面接日程通知書（以下「通知書」という。）が届いたものの、
午前に面接を行う旨が記載されていたことから、仕事の都合により午後に面接を
変更したいと電話で申し出た。その後、担当部署が日程調整を行い、改めて通知
書が送付されたが、面接は午前に行うと記載されていた。
私は、仕方なく仕事を休んで子の面接のために担当部署へ行き、午後に変更し
てほしいと電話したはずなのにどういうことかと面接を担当した職員に尋ねたと
ころ、「日程変更の電話を受けた記録及び録音はない。」と言われた。
実際に面接の日程は変更されており、私が担当部署に電話をしたことは確かで
あるにもかかわらず、日程の変更を行ったことについて記録や申し送りすらして
いない担当部署の対応はおかしいのではないか。

苦情申立ての趣旨

⒇　療育手帳の再判定手続に係る担当部署の対応（要約）

市からの回答

療育手帳は、知的障害児（者）に対して一貫した指導・相談を行うとともに、こ
れらの者に対する各種の援助措置を受けやすくするため、知的障害児（者）に手帳
を交付し、もって知的障害児（者）の福祉の増進に資することを目的とした制度で
す。本市においても、熊本市療育手帳制度要綱を定め、熊本市内に住所を有する知
的障がい者（知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条第１項の規定に基づ
く知的障害者更生担当部署において知的障がいであると判定された方）に対し、療
育手帳を交付しています。また、療育手帳再判定の手続について国が定めた「療育
手帳制度要綱」では、「手帳の交付後、手帳の交付を受けた知的障害者の障害の程度
を確認する」よう各自治体に求めており、熊本市においても、再判定の基準（３歳、
５歳、10歳、15歳及び20歳になる年度）を定め、対象となる年度に担当部署へ来所
いただき、障害の程度の確認（再判定）を行っています。療育手帳の再判定手続の
流れとしては、本人又は保護者から各区役所福祉課又は各総合出張所に療育手帳再
交付・再判定申請書（以下「申請書」という。）を提出していただきます。その後、
担当部署に申請書が送付され、記載事項を確認して面接日程を調整したうえで、申
請者（本人又は保護者）に通知書を送付します。

担当部署の管理簿によると、申立人による子の療育手帳の再判定の申請を受けて
から、約２か月で １通目の通知書（以下「第一通知書」という。）を発送していま
す。また、担当部署のメモによると、その５日後に、申立人から面接の日程につい
て都合が悪いためキャンセルしたいとの申出を受けており、日程変更についての希
望を尋ねたところ、申立人から「できれば月曜日か火曜日で、午前９時30分からの
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面接を希望する、できなければ午後１時でも良い。」との回答がありました。このこ
とから、担当部署は、申立人の申出を受けた約１か月後に、改めて日程を調整した
うえで２通目の通知書（以下「第二通知書」という。）を発送しています。

次に、申立人の子の面接当日、申立人から「午後からを希望していたのに、午前
に面接を行う旨の通知書が届いたがどういうことか。」との申出がありました。そ
れに対し、面接を担当した職員から、予約時の対応については、ご希望を確認して
日程を調整するという対応をしていることを伝えたうえで、担当部署が日程変更の
相談を受けたメモはあるものの、申立人が午後の時間帯を希望する旨の記載はな
かったことから、「日程変更の電話を受けた記録及び録音はない。」と伝えました。

担当部署では、本人及び保護者に配慮した対応を行うように努めてまいりました
が、本件苦情申立てを受け、今後、なお一層、本人及び保護者の意向を踏まえた対
応に努めてまいります。そのために、療育手帳の再判定の申請者から受けた要望等
について、内容を記録することはもちろん、聞き取った内容について復唱するなど、
内容の確認を徹底します。また、保護者からの要望や相談等の記録についても、時
系列に記録する様式の使用を徹底し、担当者が不在であっても、適切に対応できる
よう見直しを図ります。それらのことに加えて、年度始めに開催される区役所説明
会を通じて、保護者からの要望があった際には、その旨を丁寧に聞き取り、申請書
の余白に漏れなく記入するよう周知いたします。さらに、熊本市役所本庁や区役所
ですでに導入されている電話録音サービスについて、可能な限り早期に導入できる
ように要望していきます。

オンブズマンの判断

まず、オンブズマンが担当部署の記録等を確認したところ、申立人に対して、第
一通知書及び第二通知書を発送した日付等については、担当部署の管理簿にいずれ
も記録がありました。通知書は、面接を受ける方にとって重要な日時等についての
お知らせであり、担当部署としても、間違いなく発送をしたことを管理簿に記録す
る必要性が高いものといえます。また、管理簿に記録する際も、発送日をそのまま
記載することになりますので、管理簿に記録された発送日は、誤りが入るおそれは
少ないものであり、正しく記載されたものであると考えられます。よって、記録ど
おり通知書の発送が行われたと思われることから、通知書の発送が約３か月を要し、
手続が遅延したとは認められません。

次に、申立人が電話で担当部署に仕事の事情等を伝え、午後を希望して面接の日
程変更を求めたことについて、記録等はありませんでした。しかし、担当部署には、
申立人から第一通知書で通知した面接日時では都合が悪いとして、面接の日程変更
の申出を受けた際のメモが残っていました。その内容は、面接の日程について、申
立人から「できれば月曜日か火曜日で、午前９時30分からの面接を希望する、でき
なければ午後１時でも良い。」との回答があったと記載されています。担当部署の
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メモはあるものの、申立人が午後を希望するとの記載はなく、双方の主張する内容
は大きく食い違っています。ただ、担当部署としては、申立人から日程変更につい
ての申出を受けた際に希望を聞き取って作成したメモに基づき日程調整を行い、第
二通知書を発送したということであるため、発送に至るまでの手続に不備があると
まではいえません。

また、市からの回答によると、申立人の主張するように、担当部署が「面接の日
程変更の電話を受けた記録や録音はない。」と言ったことは事実とのことです。ただ、
その趣旨は、申立人から面接の日程変更の電話があり、相談を受けたメモはあるも
のの、午後からの面接を希望する旨の記載はなかったことから、そのように伝えた
とのことですので、不備があったとまではいえません。

しかし、担当部署は、面接当日の申立人への回答において、日程変更の相談は受
けたが、午後に日程変更を希望するという旨の電話を受けた記録はないことをより
丁寧に説明していれば、今回のように、担当部署では日程変更の申出があった際に
記録等はとらず、申し送りもしていないという誤解を与えることは防げたのではな
いかと思います。

なお、担当部署では、本件のような行き違いを避けるため、申請者からの要望等
をその後の事務に正確に反映させるように内容の確認等を徹底するとのことです。
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私は、令和８年（2026年）２月上旬に市民税の分割支払の相談のため担当課へ
電話をしたが、対応した職員（以下「対応職員」という。）の対応が酷かった。私は
今回の支払について以前も分割の相談をしていて、再度今月の支払金額を見直し
たいということで相談の電話を入れたのだが、対応職員は「再相談は原則してい
ないので、次はないように。」と強い口調で言われた。私が感情的になり、大きな
声を出してしまった際にも、「大きな声を出さないで。」と再度強い口調で言われた。
私は納得がいかず、別の上司の職員（以下「上司職員」という。）に確認したところ、
再相談は可能とのことだった。最終的には、私の要望は了承されたのだが、対応
職員のような冷たい対応では相談する身としては不安で仕方がない。
このような市民を不安にさせる冷たい対応について苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

�　市民税の分割納付に関する対応（要約）

市からの回答

申立人は、対応職員が、①「再相談は原則していないので、次はないように」や
②「大きな声を出さないで」と、強い口調で対応したとして、また、③その後上司
職員から、新たな課税が始まる前の５月までの支払であれば再相談は可能との説明
があったことから、「再相談は原則していない」との対応職員の説明が不適切である
として、苦情を申し立てられているものと理解します。

法律で決められた納期までの市民税の納付が困難であるとの相談や要望があった
際は、納付相談により分割納付等の納期限の変更を行う場合があります。相談者の
資産状況や納付計画内容を聞き取り、完納の見込みがあると判断した場合において、
分割による納付計画の策定を行い、これに従って納付を行ってもらうこととしてい
ます。一度定めた納付計画の変更は、実務上、例外的に１回までの変更を認めるこ
ととしています。この計画の変更を再相談と呼んでいます。

市民税は、すべての納税義務者に対し、大量かつ反復継続して課税される性質を
有しており、公平・公正な負担を確保することが市政運営の根幹を成すものです。
とりわけ、納期内の納付が難しい方からの相談は単なる「サービス対応」ではなく、
納税義務の履行を確実に促すという行政目的の達成に直結する極めて重要な業務で
す。このため、「長期に渡る納付計画」や「相談者の都合による複数回の計画変更」
が容易に可能であるといった誤った認識を与えてしまうことは、市民税の徴収確保
及び公平性の観点からも、かえって市民に不利益を生じさせるおそれがあることか
ら、納期限を守る方との均衡を失わないよう、相談者には必要な範囲で毅然とした
姿勢で臨むことも必要であると考えています。これは感情的な厳しさを意味するも
のではなく、「行政の立場として説明すべきことを明確に伝える。」「履行を促すため
の適切な指導を行う。」という、税務行政に課せられた本来の役割を果たすことに
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他なりません。
これらのことを前提としたうえで、再相談を行うことはありますが、再相談は法

令で定められた納期を変更した分割による納付計画を更に変更するものであり、そ
のような繰り返しの計画変更である再相談は、履行の見通しを不安定にするおそれ
や、納付の長期化や実効性の低下、公平性の観点から、必要な配慮は行いつつ、や
むを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として受け付けていないとこ
ろです。

本件①については、録音記録及び本人への聞き取りによれば、対応職員が「今回
限り、計画変更を受け付ける。」と説明した際、申立人からかなり強い口調での意見
を受け、これまでにも複数回の計画変更の相談があった経緯から、当然に利用でき
る常態的制度と認識されている可能性がありましたので、常態的制度ではない旨の
説明をするために「今回お受けした計画については、原則としてこの内容での納付
をお願いしており、再度の計画変更のご相談には応じかねる場合がある。」という
趣旨で「原則として再相談は行っていない。」と発言したものであることを確認し
ております。また、その発言の口調についても、対応職員の対応は終始冷静かつ丁
寧で、威圧的な部分は確認されませんでした。

本件②については、録音記録及び本人への聞き取りによれば、申立人が声を荒げ
た際に「大きな声を出さないでください。」と発言したことは事実ですが、対応職
員自身に感情的な対応を行った認識はなく、録音記録においても怒声や感情的な抑
揚が確認されるものではありませんでした。

本件③については、電話にて上司職員が申立人に対し、再相談が可能である旨の
説明を行ったことは事実です。ただ、この説明は、制度上の一般的な取扱いとして、
例外的な措置ではあるが、やむを得ない事情が認められるときには再相談が認めら
れる場合もありうることを説明したものであり、新たな課税が始まる前までであれ
ば、再相談による計画変更が何度でも可能であるといった趣旨の説明を行ったもの
ではありません。したがって、対応職員の「原則として再相談は認めていない」と
の説明が誤っていたと認める趣旨のものではありません。しかし、その趣旨を十分
にお伝え出来なかったことについては、申し訳なく思っております。

以上のように、本件における対応職員の対応は、冷たい対応であったということ
もなく、法令及び担当課運用に基づく冷静・丁寧・毅然とした対応であったことか
ら、市民税徴収事務の適正性及び公平性を確保するうえで、必要かつ相当なもので
あり、行政運営上も問題はないものと考えております。

本件については、今後も分割納付計画に基づく納付状況を確認しつつ、適切に対
応してまいります。

オンブズマンの判断

本件について、申立人は、対応職員の発言において強い口調での対応を受けたと



−80−

市の業務に不備がなかった事例

主張しています。一方、担当課は、対応職員の対応時の口調については、終始冷静
かつ丁寧で、威圧的な部分は確認されなかったと主張しています。オンブズマンも
令和８年（2026年）２月12日の申立人と対応職員の電話における会話の録音記録を
聞きました。その限りにおいては、決して強い口調とは感じられませんでした。対
応職員は語気を荒げることなく終始同じ調子で話しており、申立人の主張する強い
口調による対応は確認できませんでした。

対応職員の説明の内容について、録音記録によれば、申立人は、再相談について
対応職員が「今回限り」といったことに対して大きく反応しています。そして、そ
の後「再相談は原則できない。」との発言に対して感情的になられています。この
ことから、申立人は再相談が原則できないものだという説明に納得がいかなかった
ものと思われます。その後、申立人は上司職員に対し、対応職員に対する指導の要
請とともに、再相談はできないのかという再相談の取扱いについてお尋ねになられ
ていることを、上司職員との電話の録音記録にて確認しております。この再相談の
取扱いについて、市においては原則受け付けておらず、やむを得ない理由があると
きに限り、例外的に１回まで認めているとのことです。したがって、対応職員の説
明には、誤りはないということになります。また、上司職員も再相談できないのか
という問いに対し、例外的に認められる部分があるため、その点について申立人へ
説明しています。これらのことから、対応職員も上司職員もどちらも説明している
内容自体は正しいものです。また、分割納付をする際に必ず渡される「分納誓約に
おける注意事項」の項目４にもカッコ書きで「再相談は原則できません」と記載し
てあることを確認しております。

以上のことから、担当課に不備は認められません。しかしながら、実際に申立人
に誤解を与えたのは事実です。対応職員は再相談の取扱いの原則論を中心的に話し
ている一方で、上司職員は再相談の例外的な取扱いについて中心的に話しており、
更に再相談自体が例外であることをあまり強調せずに話をしていることから、申立
人としては例外的な取扱いが通常の取扱いであると認識されたのではないかと思わ
れます。このような誤解を防ぐためには、分割納付と再相談をきちんと分け、それ
ぞれどういった性質のものかを丁寧に説明したうえで、再相談の取扱いについて説
明する必要があると考えます。また、１人の相談者への対応が複数人に渡る場合は、
前任者はどのような説明したのかなど、対応する職員同士で確認し合うことも重要
であると考えます。

市民税の徴収業務は、納税義務の履行に関わるものであり、単なる行政サービス
とは大きく性質が異なるものです。しかし、その点について意識されている市民の
方もそう多くはないと思います。だからこそ、市としては丁寧な説明が重要となり
ます。市民の相談者としての側面と、納税義務者としての側面の兼ね合いの中で、
説明の仕方をもう一度見直す機会にしていただければと思います。

また、申立人におかれましては、市民税の徴収業務の本質をご理解いただき、ご
協力いただけますようお願い申し上げます。


